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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信方法であって、
　第１の無線ノードによって、データ送信要求を送信することと、
　前記第１の無線ノードによって、前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許
可を受信することと、
　前記第１の無線ノードによって、前記許可に応答して、前記スケジューリングされたデ
ータ送信に関する情報を備える確認を送信することと、を備え、
　前記第１の無線ノードによって、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデ
ータ受信を示す情報を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記ス
ケジューリングされた送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉する
かどうかを決定するための送信制限状態を生成することと、
　前記第１の無線ノードによって、前記送信制限状態を用いて、前記データ送信要求を送
信すべきかどうかを決定することと、をさらに備える、無線通信方法。
【請求項２】
　前記送信制限状態は、許可又は肯定応答と関連づけられた送信開始時間と、送信終了時
間と、送信期間と、受信マージンと、受信信号強度表示と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記送信制限状態は、送信要求を送信するのを控えるか、送信要求の送信を遅らせるか
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、送信期間を調整するか、又は低下された電力レベルで送信するように要求するかどうか
を決定するために用いられる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信された情報は、他の送信要求に応じて前記第２の無線ノードによって生成され
た許可を含み、
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信された情報は、送信されたデータの受信について肯定応答するために前記第２
の無線ノードによって生成された肯定応答を含み、
　前記肯定応答は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信す
べき冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージン
と、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　希望される干渉低減レベルと、クリアされるべき資源と、受信無線ノードにおける受信
が希望されるサービス品質レベルを満たしていない度合いの表示と、から成るグループの
少なくとも１つを備える資源利用メッセージを受信することと、
　前記資源利用メッセージに基づいて、前記データ送信要求を制限すべきかどうかを決定
すること、とをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記データ送信要求を制限すべきかどうかの前記決定は、送信要求を送信するのを控え
ることと、のちの時点に送信するように要求することと、送信要求を遅らせることと、送
信期間を決定することと、低下された電力レベルで送信するように要求すること、とから
成るグループの少なくとも１つを備える請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信された資源利用メッセージに応じて、要求が送信されるレートを変更すること
と、関連づけられた受信機の資源利用メッセージが前記受信された資源利用メッセージよ
りも高い不利度（a higher degree of disadvantage）を示すまで要求を送信するのを控
えることと、スケジューリングされた送信期間の長さを変更することと、送信電力デルタ
を変更することと、送信が第２の無線ノードによる受信と干渉する可能性がある度合いに
関連する一組の規則を修正すること、とから成るグループの少なくとも１つを実行するこ
とをさらに備える請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記許可に基づいて少なくとも１つの送信パラメータを定義することをさらに備える請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記要求されるデータ送信の前記スケジューリングは、第２の無線ノードが送信される
べき前記データを持続可能な形で受信できるかどうかの決定に基づき、その他の無線ノー
ドによる潜在的送信を考慮に入れる請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記確認は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力デルタと、パケ
ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記スケジューリングされたデータ送信と関係して、データは、スケジューリングされ
た送信期間内において定義された複数の時間セグメント中に送信され、
　制御情報の送信又は受信に関する少なくとも１つの時間間隔が、前記時間セグメント間
において一時的に配置される請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記制御情報は、前記時間セグメント中に送信された前記データの受信について肯定応
答する少なくとも１つの肯定応答を含み、
　前記少なくとも１つの肯定応答は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関す
る送信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と
、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、前記時間セグメント
のうちの少なくとも１つに関する送信電力と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１
つに関する送信すべき冗長性ビット数と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに
関するコードレートと、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する予想される
チャネル対干渉比と、受信マージンと、パイロット信号と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つの時間間隔中に送信された少なくとも１つの確認
を備え、
　前記少なくとも１つの確認は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送
信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と、前
記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、送信電力デルタと、パケ
ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記要求及び前記確認は、制御チャネルを介して送信され、前記許可は、制御チャネル
を介して受信され、
　前記データは、データチャネルを介して送信され、
　前記制御及びデータチャネルは、共通の周波数帯域内において周波数分割多重化され、
　前記制御チャネルは、前記共通の周波数帯内に散在される複数の副周波数帯域と関連づ
けられる請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　無線通信のための装置であって、
　第１の無線ノードにおいて、データ送信要求を送信するように構成された送信機と、
　前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許可を受信するように構成された受
信機と、を備え、
　前記送信機は、前記許可に応じて、前記スケジューリングされたデータ送信に関する情
報を備える確認を送信するように構成され、
　前記送信機は、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデータ受信を示す情
報を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記スケジューリングさ
れた送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉するかどうかを決定す
るための送信制限状態を生成し、該送信制限状態を用いて、前記データ送信要求を送信す
べきかどうかを決定するようにさらに構成される、無線通信のための装置。
【請求項１８】
　前記送信制限状態は、許可又は肯定応答と関連づけられた送信開始時間と、送信終了時
間と、送信期間と、受信マージンと、受信信号強度表示と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記送信制限状態は、送信要求を送信するのを控えるか、送信要求の送信を遅らせるか
、送信期間を調整するか、又は低下された電力レベルで送信するように要求するかどうか
を決定するために用いられる請求項１７に記載の装置。
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【請求項２０】
　前記受信された情報は、他の送信要求に応じて前記第２の無線ノードによって生成され
た許可を含み、
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項１７に記載の装置
。
【請求項２１】
　前記受信された情報は、送信されたデータの受信について肯定応答するために前記第２
の無線ノードによって生成された肯定応答を含み、
　前記肯定応答は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信す
べき冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージン
と、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項１７に記載の
装置。
【請求項２２】
　前記受信機は、希望される干渉低減レベルと、クリアされるべき資源と、受信無線ノー
ドにおける受信が希望されるサービス品質レベルを満たしていない度合いの表示と、から
成るグループの少なくとも１つを備える資源利用メッセージを受信するようにさらに構成
され、
　前記装置は、前記資源利用メッセージに基づいて、前記データ送信要求を制限すべきか
どうかを決定するように構成された送信コントローラをさらに備える請求項１７に記載の
装置。
【請求項２３】
　前記データ送信要求を制限すべきかどうかの前記決定は、送信要求を送信するのを控え
ることと、のちの時点において送信するように要求することと、送信要求を遅らせること
と、送信期間を決定することと、低下された電力レベルで送信するように要求すること、
とから成るグループの少なくとも１つを備える請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記送信コントローラは、前記受信された資源利用メッセージに応じて、要求が送信さ
れるレートを変更することと、関連づけられた受信機の資源利用メッセージが受信された
資源利用メッセージよりも高い不利度を示すまで要求を送信するのを控えることと、スケ
ジューリングされた送信期間の長さを変更することと、送信電力デルタを変更することと
、送信が第２の無線ノードによる受信と干渉する可能性がある度合いに関連する一組の規
則を修正すること、とから成るグループの少なくとも１つを実行するようにさらに構成さ
れる請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記許可に基づいて少なくとも１つの送信パラメータを定義するように構成された定義
された送信パラメータをさらに備える請求項１７に記載の装置。
【請求項２６】
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項２５に記載の装置
。
【請求項２７】
　前記要求されるデータ送信の前記スケジューリングは、第２の無線ノードが送信される
べき前記データを持続可能な形で受信できるかどうかの決定に基づき、その他の無線ノー
ドによる潜在的送信を考慮に入れる請求項１７に記載の装置。
【請求項２８】
　前記確認は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力デルタと、パケ
ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
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求項１７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記スケジューリングされたデータ送信と関係して、データは、スケジューリングされ
た送信期間内において定義された複数の時間セグメント中に送信され、
　制御情報の送信又は受信に関する少なくとも１つの時間間隔が、前記時間セグメント間
において一時的に配置される請求項１７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記制御情報は、前記時間セグメント中に送信された前記データの受信について肯定応
答する少なくとも１つの肯定応答を含み、
　前記少なくとも１つの肯定応答は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関す
る送信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と
、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、前記時間セグメント
のうちの少なくとも１つに関する送信電力と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１
つに関する送信すべき冗長性ビット数と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに
関するコードレートと、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する予想される
チャネル対干渉比と、受信マージンと、パイロット信号と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つの時間間隔中に送信された少なくとも１つの確認
を備え、
　前記少なくとも１つの確認は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送
信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と、前
記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、送信電力デルタと、パケ
ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記要求及び前記確認は、制御チャネルを介して送信され、前記許可は、制御チャネル
を介して受信され、
　前記データは、データチャネルを介して送信され、
　前記制御及びデータチャネルは、共通の周波数帯域内において周波数分割多重化され、
　前記制御チャネルは、前記共通の周波数帯域内に散在される複数の副周波数帯域と関連
づけられる請求項１７に記載の装置。
【請求項３３】
　無線通信のための装置であって、
　データ送信要求を第１の無線ノードによって送信するための手段と、
　前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許可を受信するための手段と、
　前記許可に応じて、前記スケジューリングされたデータ送信に関する情報を備える確認
を送信するための手段と、を備え、
　前記送信するための手段は、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデータ
受信を示す情報を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記スケジ
ューリングされた送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉するかど
うかを決定するための送信制限状態を生成し、該送信制限状態を用いて、前記データ送信
要求を送信すべきかどうかを決定するための手段をさらに備える、無線通信のための装置
。
【請求項３４】
　前記送信制限状態は、許可又は肯定応答と関連づけられた送信開始時間と、送信終了時
間と、送信期間と、受信マージンと、受信信号強度表示と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記送信制限状態は、送信要求を送信するのを控えるか、送信要求の送信を遅らせるか
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、送信期間を調整するか、又は低下された電力レベルで送信するように要求するかどうか
を決定するために用いられる請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記受信された情報は、他の送信要求に応じて前記第２の無線ノードによって生成され
た許可を含み、
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項３３に記載の装置
。
【請求項３７】
　前記受信された情報は、送信されたデータの受信について肯定応答するために前記第２
の無線ノードによって生成された肯定応答を含み、
　前記肯定応答は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信す
べき冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージン
と、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項３３に記載の
装置。
【請求項３８】
　受信するための前記手段は、希望される干渉低減レベルと、クリアされるべき資源と、
受信無線ノードにおける受信が希望されるサービス品質レベルを満たしていない度合いの
表示と、から成るグループの少なくとも１つを備える資源利用メッセージをさらに受信し
、
　前記装置は、前記資源利用メッセージに基づいて、前記データ送信要求を制限すべきか
どうかを決定するための手段をさらに備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３９】
　前記データ送信要求を制限すべきかどうかの前記決定は、送信要求を送信するのを控え
ることと、のちの時点において送信するように要求することと、送信要求を遅らせること
と、送信期間を決定することと、低下された電力レベルで送信するように要求すること、
とから成るグループの少なくとも１つを備える請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　決定するための前記手段は、前記受信された資源利用メッセージに応じて、要求が送信
されるレートを変更することと、関連づけられた受信機の資源利用メッセージが受信され
た資源利用メッセージよりも高い不利度を示すまで要求を送信するのを控えることと、ス
ケジューリングされた送信期間の長さを変更することと、送信電力デルタを変更すること
と、送信が第２の無線ノードによる受信と干渉する可能性がある度合いに関連する一組の
規則を修正すること、とから成るグループの少なくとも１つをさらに実行する請求項３８
に記載の装置。
【請求項４１】
　前記許可に基づいて少なくとも１つの送信パラメータを定義するための手段をさらに備
える請求項３３に記載の装置。
【請求項４２】
　前記許可は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力と、送信すべき
冗長性ビット数と、コードレートと、予想されるチャネル対干渉比と、受信マージンと、
パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請求項４１に記載の装置
。
【請求項４３】
　前記要求されるデータ送信の前記スケジューリングは、第２の無線ノードが送信される
べき前記データを持続可能な形で受信できるかどうかの決定に基づき、その他の無線ノー
ドによる潜在的送信を考慮に入れる請求項３３に記載の装置。
【請求項４４】
　前記確認は、送信開始時間と、送信終了時間と、送信期間と、送信電力デルタと、パケ
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ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
求項３３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記スケジューリングされたデータ送信と関係して、データは、スケジューリングされ
た送信期間内において定義された複数の時間セグメント中に送信され、
　制御情報の送信又は受信に関する少なくとも１つの時間間隔が、前記時間セグメント間
において一時的に配置される請求項３３に記載の装置。
【請求項４６】
　前記制御情報は、前記時間セグメント中に送信された前記データの受信について肯定応
答する少なくとも１つの肯定応答を備え、
　前記少なくとも１つの肯定応答は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関す
る送信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と
、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、前記時間セグメント
のうちの少なくとも１つに関する送信電力と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１
つに関する送信すべき冗長性ビット数と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに
関するコードレートと、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する予想される
チャネル対干渉比と、受信マージンと、パイロット信号と、から成るグループの少なくと
も１つを備える請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つの時間間隔中に送信された少なくとも１つの確認
を備え、
　前記少なくとも１つの確認は、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送
信開始時間と、前記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と、前
記時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、送信電力デルタと、パケ
ットフォーマットと、パイロット信号と、から成るグループの少なくとも１つを備える請
求項４５に記載の装置。
【請求項４８】
　前記要求及び前記確認は、制御チャネルを介して送信され、前記許可は、制御チャネル
を介して受信され、
　前記データは、データチャネルを介して送信され、
　前記制御及びデータチャネルは、共通の周波数帯域内において周波数分割多重化され、
　前記制御チャネルは、前記共通の周波数帯域内に散在される複数の副周波数帯域と関連
づけられる請求項３３に記載の装置。
【請求項４９】
　無線通信のために、コンピュータを、
　データ送信要求を第１の無線ノードにおいて送信する手段、
　前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許可を受信する手段、
　前記許可に応じて、前記スケジューリングされたデータ送信に関する情報を備える確認
を送信する手段、として機能させるためのコンピュータプログラムであって、
　さらに前記コンピュータを、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデータ
受信を示す情報を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記スケジ
ューリングされた送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉するかど
うかを決定するための送信制限状態を生成する手段、及び
　前記送信制限状態を用いて、前記データ送信要求を送信すべきかどうかを決定する手段
として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項５０】
無線通信のためのアクセスポイントであって、
　アンテナと、
　第１の無線ノードにおいて、前記アンテナを介してデータ送信要求を送信するように構
成された送信機と、



(8) JP 5069298 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

　前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許可を受信するように構成された受
信機と、を備え、
　前記送信機は、前記許可に応じて、前記スケジューリングされたデータ送信に関する情
報を備える確認を送信するように構成され、
　前記送信機は、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデータ受信を示す情
報を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記スケジューリングさ
れた送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉するかどうかを決定す
るための送信制限状態を生成し、該送信制限状態を用いて、前記データ送信要求を送信す
べきかどうかを決定するようにさらに構成される、無線通信のためのアクセスポイント。
【請求項５１】
無線通信のためのアクセス端末であって、
　第１の無線ノードにおいて、データ送信要求を送信するように構成された送信機と、
　前記要求されたデータ送信をスケジューリングする許可を受信するように構成された受
信機と、
　前記受信機によって受信されたデータに基づいて表示を出力するように構成されたユー
ザーインタフェースと、を備え、
　前記送信機は、前記許可に応じて、前記スケジューリングされたデータ送信に関する情
報を備える確認を送信するように構成され、
前記送信機は、第２の無線ノードにおけるスケジューリングされたデータ受信を示す情報
を受信し、この受信された情報に基づいて、前記データ送信が前記スケジューリングされ
た送信期間中において前記第２の無線ノードにおける受信と干渉するかどうかを決定する
ための送信制限状態を生成し、該送信制限状態を用いて、前記データ送信要求を送信すべ
きかどうかを決定するようにさらに構成される、無線通信のためのアクセス端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張
　本特許出願は、その開示が本明細書において参照されることによって本明細書に組み入
れられ、Ａｔｔｏｒｎｅｙ　Ｄｏｃｋｅｔ Ｎｏ．０６１６７５Ｐ１が割り当てられた、
所有者が共通の米国仮特許出願番号６０／８３６，１７９（出願日：２００６年８月７日
）の利益及び優先権を主張するものである。
【０００２】
　本特許出願は、一般的には、無線通信に関するものである。本特許出願は、より具体的
には、ただし非排他的に、非同期無線システムに関するメディアアクセス制御に関するも
のである。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信を確立するために様々なネットワークトポロジーを採用することができる。例
えば、所定の用途に関して必要な特定の無線通信能力に依存してワイドエリアネットワー
ク、ローカルエリアネットワーク、又はその他の型のネットワークを配備することができ
る。
【０００４】
　無線ワイドエリアネットワークは、典型的には、免許周波数帯域内における１つの計画
された配備である。該ネットワークは、非常に多数のユーザーをサポートするためにスペ
クトル効率及びサービスの質を最適化するように設計することができる。セルラーネット
ワークは、無線ワイドエリアネットワークの一例である。
【０００５】
　無線ローカルエリアネットワークは、中央集中的な計画策定なしにしばしば配備される
。例えば、該ネットワークは、無免許スペクトルにおいてアドホックで配備することがで
きる。従って、この型のネットワークは、単一のユーザー又は少数のユーザーをサポート



(9) JP 5069298 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

するために用いることができる。Ｗｉ－Ｆｉネットワーク（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．
１１に基づくネットワーク）は、無線ローカルエリアネットワークの一例である。
【０００６】
　実際上は、上記のネットワークの各々は、所定のタイプのサービスを提供するために行
うことができる取捨選択（ｔｒａｄｅｏｆｆ）に起因する様々な欠点を有する。例えば、
中央集中的計画策定の複雑さに起因して、無線ワイドエリアネットワークを設定すること
は相対的に高コストでさらに長時間を要する可能性がある。従って、該方式は、“ホット
スポット”での配置にはそれほど適さない場合がある。他方、Ｗｉ－Ｆｉ等のアドホック
ネットワークは、計画的ネットワークと同じレベルの空間効率（ビット／単位面積）を達
成することができない。さらに、ネットワーク内のノード間における潜在的干渉を補償す
るために、Ｗｉ－Ｆｉネットワークは、干渉緩和技法、例えば搬送波検知多元接続、を採
用することができる。しかしながら、該干渉緩和技法は、利用が不良になって公平性に関
する制御が制限される可能性があり、隠れている及び露出しているノードの影響を受けや
すくなる。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示の側面例の要約が以下に示される。本明細書における側面への言及は、本開示の
１つ以上の側面に言及することが理解されるべきである。
【０００８】
　本開示は、幾つかの側面においては、非同期通信をサポートする無線メディアアクセス
制御に関するものである。ここで、異なる組のノード（例えば、互いに通信するために関
連づけられている送信ノード及び受信ノード）が、その他の組のノードに関して非同期的
に通信することができる。従って、所定の組みのノードに関する送信のタイミング及び継
続時間は、異なる組のノードに関する送信のタイミング及び継続時間とは無関係に定義す
ることができる。
【０００９】
　本開示は、幾つかの側面においては、重なり合う無線送信をサポートする無線メディア
アクセス制御に関するものでもある。ここで、一組のノードが、１つ以上の近隣ノードに
よる現在又は将来の送信を考慮することに基づいて送信をスケジューリングすることがで
きる。この考慮は、例えば、送信がその他のノードと過度に干渉することがなくさらに関
連づけられた受信ノードにおいて信頼できる形で受信されるように該当する送信パラメー
タ、例えば、送信レート、コードレート、及び送信時間、を定義することを含むことがで
きる。
【００１０】
　幾つかの側面においては、ノードは、送信を要求又はスケジューリングすべきかどうか
を決定するために他のノードによって送信された制御メッセージを解析する。例えば、第
１のノードは、スケジューリングされた送信の時間及び前記第１のノードの相対的送信電
力を示す制御メッセージ（例えば、許可又は確認）を送信することができる。これにより
、この制御メッセージを受信する第２のノードは、前記受信されたメッセージの前記電力
レベル及び前記スケジューリングされた送信のレート及び継続時間に基づき、前記第２の
ノードによる送信が影響を及ぼすかどうか及びどの程度の影響であるか又は前記第２のノ
ードにおける受信が前記第１のノードの前記スケジューリングされた送信による影響を受
けるかどうか及びどの程度であるかを決定することができる。例えば、送信ノードは、前
記希望される送信が前記送信ノードの近くに所在するノードにおける受信と干渉するかど
うかに基づいて受信ノードへの送信要求を開始すべきかどうかを決定することができる。
同様に、受信ノードは、対象となる送信がスケジューリングされた送信に鑑みて前記受信
ノードの近くに所在する１つ以上のノードによって信頼できる形で受信できるかどうかに
基づいて前記要求された送信をスケジューリングすることの許可メッセージを出すべきか
どうかを決定することができる。
【００１１】
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　幾つかの側面においては、スケジューリングされた送信は、幾つかのセグメントに分割
することができ、制御メッセージの受信及び送信に関する各セグメント間において期間が
定義される。前記送信チャネルの状態又は干渉状態が何らかの形で変化している場合は、
前記送信ノードは、この変化を示す制御情報を受信することができ、従って、前記送信ノ
ードは、後続するセグメントに関して１つ以上のパラメータを適合させることができる。
さらに、１つ以上の以前にスケジューリングされたセグメント中にデータを送信する必要
がない場合は、前記送信ノードは、現在の送信機会が終了できること示す制御情報を受信
することができる。さらに、この時点において、前記送信ノードは、後続するセグメント
が存在することになるかどうかに関する情報、及び存在することになる場合は前記後続セ
グメントに関して用いられる送信パラメータに関する情報、を常に提供するために近隣ノ
ードに制御情報を送信することができる。
【００１２】
　幾つかの側面においては、前記送信ノードが本来であれば前記スケジューリングされた
送信期間中に送信できていることになる制御情報を取得するのを可能にするためにスケジ
ューリングされた送信期間後においてモニタリング期間が定義される。例えば、近隣ノー
ドは、前記送信ノードが制御メッセージを確実に受信するようにするために前記スケジュ
ーリングされた送信期間の終了後まで前記メッセージの送信を遅らせることができる。こ
のことは、データチャネルにおいてデータを送信中のノードは時分割複信（“ＴＤＤ”）
システムにおいてはデータチャネル又は制御チャネルのいずれにおいても同時にデータを
受信することができないという事実による。代替として、近隣ノードは、前記スケジュー
リングされた送信期間の終了後に制御メッセージを送信することができ、前記制御メッセ
ージは、前記スケジューリングされた送信期間中に以前に送信された情報を含む。
【００１３】
　幾つかの側面においては、データ及び制御情報は、前記データ及び制御情報の同時並行
送信を可能にするために異なる周波数分割多重化（“ＦＤＭ”）チャネルにおいて送信さ
れる。幾つかの実装においては、前記データ及び制御チャネルは隣接する周波数帯域と関
連づけられ、それにより、前記制御チャネルの一部分が前記共通の周波数帯域内の前記デ
ータチャネルの一部分の間に散在される。この方法により、前記システムの周波数ダイバ
ーシティ及びレート予測を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本開示の特徴、側面及び利点の例が、以下の発明を実施するための形態及び添付された
請求項において、及び添付図面において説明される。
【図１】通信システムの幾つかの側面例の単純化されたブロック図である。
【図２】非同期無線システムにおいてノードによって実行することができる通信動作の幾
つかの側面例の流れ図である。
【図３】周波数分割多重化チャネルの幾つかの側面例の単純化された図である。
【図４】メッセージ交換方式の幾つかの側面例の単純化されたタイミング図である。
【図５】送信ノードの幾つかの側面例の単純化されたブロック図である。
【図６】受信ノードの幾つかの側面例の単純化されたブロック図である。
【図７Ａ】図７に含まれ、送信ノードによって実行することができる動作の幾つかの側面
例の流れ図である。
【図７Ｂ】図７に含まれ、送信ノードによって実行することができる動作の幾つかの側面
例の流れ図である。
【図８Ａ】図８に含まれ、受信ノードによって実行することができる動作の幾つかの側面
例の流れ図である。
【図８Ｂ】図８に含まれ、受信ノードによって実行することができる動作の幾つかの側面
例の流れ図である。
【図９Ａ】図９に含まれ、資源利用メッセージに基づく公平性方式と関係させて実行する
ことができる動作の幾つかの側面例の流れ図である。
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【図９Ｂ】図９に含まれ、資源利用メッセージに基づく公平性方式と関係させて実行する
ことができる動作の幾つかの側面例の流れ図である。
【図１０】制御チャネルにおいて送信すべきかを決定することと関係させて実行すること
ができる動作の幾つかの側面例の流れ図である。
【図１１】ノードが異なる時間において送信する例を示すメッセージ交換方式の幾つかの
側面例の単純化されたタイミング図である。
【図１２】ノードが同時に送信する例を示すメッセージ交換方式の幾つかの側面例の単純
化されたタイミング図である。
【図１３Ａ】図１３に含まれ、制御情報の送信をスケジューリングすることと関係させて
実行することができる動作の幾つかの側面例の流れ図である。
【図１３Ｂ】図１３に含まれ、制御情報の送信をスケジューリングすることと関係させて
実行することができる動作の幾つかの側面例の流れ図である。
【図１４】通信構成要素の幾つかの側面例の単純化されたブロック図である。
【図１５】非同期無線通信をサポートするように構成された装置の幾つかの側面例の幾つ
かの単純化されたブロック図である。
【図１６】非同期無線通信をサポートするように構成された装置の幾つかの側面例の幾つ
かの単純化されたブロック図である。
【図１７】非同期無線通信をサポートするように構成された装置の幾つかの側面例の幾つ
かの単純化されたブロック図である。
【図１８】非同期無線通信をサポートするように構成された装置の幾つかの側面例の幾つ
かの単純化されたブロック図である。
【図１９】非同期無線通信をサポートするように構成された装置の幾つかの側面例の幾つ
かの単純化されたブロック図である。
【００１５】
　共通の慣行により、図面において例示される様々な特長は、原寸どおりに描かなくても
よい。従って、様々な特徴の寸法は、明確化することを目的として任意に拡大又は縮小す
ることができる。さらに、図面の一部は、明確化を目的として単純化することができる。
従って、図面は、所定の装置（例えばデバイス）又は方法のすべての構成要素を描かない
場合がある。最後に、本明細書及び図全体を通じて類似の特長を表すために類似の参照数
字を用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本開示の様々な側面が以下において説明される。本明細書における教示は非常に様々な
形態で具体化できること及び本明細書において開示される特定の構造、機能、又はその両
方は単なる代表例であるにすぎないことが明確なはずである。本明細書における教示に基
づき、当業者は、本明細書において開示される側面はその他の側面と無関係に実装できる
こと及びこれらの側面のうちの２つ以上を様々な方法で組み合わせることができることを
明確に理解するはずである。例えば、本明細書において詳述される側面のうちのあらゆる
数の側面を用いて装置を実装することができ又は方法を実践することができる。さらに、
本明細書において詳述される側面のうちの１つ以上に加えての又はそれ以外のその他の構
造、機能、又は構造と機能を用いて該装置を実装でき又は該方法を実践することができる
。例えば、幾つかの側面においては、送信ノードは、その送信ノードが近隣ノードのスケ
ジューリングされた受信に関して受信している情報に基づいて送信要求を出すべきかどう
かを決定する。さらに、幾つかの側面においては、受信ノードは、その受信ノードが近隣
ノードのスケジューリングされた送信に関して受信している情報に基づいて送信をスケジ
ューリングすべきかどうかを決定する。
【００１７】
　図１は、無線通信システム１００の幾つかの側面例を示す。システム１００は、一般的
にはノード１０２及び１０４として指定される幾つかの無線ノードを含む。所定のノード
は、１つ以上のトラフィックフローを受信する、１つ以上のトラフィックフローを送信す
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る、又はその両方を行うことができる。例えば、各ノードは、少なくとも１つのアンテナ
と、関連づけられた受信機構成要素と、送信機構成要素と、を備えることができる。以下
の説明においては、用語受信ノードは、受信中のノードを指すために用いることができ、
用語送信ノードは、送信中のノードを指すために用いることができる。該指すことは、そ
のノードが送信動作と受信動作の両方は行うことができないということを意味するもので
はない。
【００１８】
　幾つかの実施形態においては、ノードは、アクセス端末、中継点、又はアクセスポイン
トを備えることができる。例えば、ノード１０２は、アクセスポイント又は中継点を備え
ることができ、ノード１０４は、アクセス端末を備えることができる。典型的実装におい
ては、アクセスポイント１０２は、ネットワーク（例えば、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、セ
ルラーネットワーク、ＷｉＭａｘネットワーク、ワイドエリアネットワーク、例えばイン
ターネット、等）に関する接続性を提供する。中継点１０２は、他の中継点への又はアク
セスポイントへの接続性を提供することができる。例えば、アクセス端末（例えば、アク
セス端末１０４Ａ）が中継点（例えば、中継点１０２Ａ）又はアクセスポイント（例えば
、アクセスポイント１０２Ｂ）のカバレッジエリア内に所在するときには、アクセス端末
１０４Ａは、システム１００又はその他の何らかのネットワークに接続された他のデバイ
スと通信することができる。
【００１９】
　幾つかの側面においては、システム１００内の異なる組のノードは、その他の組のノー
ドに関して非同期的な形で通信することができる。例えば、関連づけられたノードから成
る各組（例えば、ノード１０４Ａ及び１０４Ｂを含む組）は、組内のノードのうちの一方
のノードが組内の他方のノードに対してどの時点で及びどれだけの時間にわたってデータ
を送信するかを独立して選択することができる。該システムにおいては、通信媒体の利用
可能な帯域幅を実際上可能なかぎり利用する一方で、ノード間干渉を低減させるために及
び通信媒体へのアクセスが全ノードに対して公平に提供されるようにするために様々な技
法を採用することができる。
【００２０】
　以下の説明は、例えば干渉を低減させるため、資源の公平な分配を容易にするため、及
び相対的に高いスペクトル効率を達成させるために採用することができる様々なメディア
アクセス制御技法及び関連技法について説明する。最初に図２に関して、この図は、近隣
の無線ノードと同時に及び同じチャネルにおいて送信すべきかどうか及びどのように送信
すべきかを決定するために無線ノードによって実行することができる動作の概要を示す。
【００２１】
　幾つかの側面においては、無線ノードは、別個の制御及びデータチャネルの使用を通じ
て通信することができる。さらに、幾つかの実装においては、制御チャネルは、相対的に
短い制御メッセージを送信するために用いることができる。この方法により、制御チャネ
ルは、軽く利用することができ、このことは、制御チャネルにおける遅延を低減させるこ
と及びランダムアクセスをサポートする場合はそのチャネルにおける衝突を低減させるこ
とができる。
【００２２】
　ブロック２０２によって表されるように、幾つかの側面においては、無線ノードは、周
波数分割多重化された制御及びデータチャネルを介して通信することができる。周波数分
離されたチャネルの使用を通じて、異なる組の無線ノードがデータ及び制御情報を同時に
送信及び受信し、それによってデータチャネルの利用を向上させることができる。例えば
、第１の無線ノードから第２の無線ノードにデータを送信するためにデータチャネルが用
いられているのと同じ時点において、このデータ交換に関わっていないその他の無線ノー
ドは、現在のデータ交換と重なり合う形で又は現在のデータ交換が完了した時点でデータ
チャネルを設定するために制御チャネルにおいて制御情報を交換することができる。この
ように、その他の無線ノードは、データチャネルに関して競争するために現在のデータ送
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信の終了まで待つ必要がない。
【００２３】
　図３は、データチャネル及び制御チャネルを周波数分割多重化できる方法の一例を単純
化した形で示す。この例においては、サブチャネル３０４Ａ乃至３０４Ｄによって表され
る制御チャネル３０４、及びサブチャネル３０６Ａ乃至３０６Ｄによって表されるデータ
チャネルは、共通の周波数帯域３０２内において隣接して定義される。ここで、周波数帯
域３０２は、ｆ１のより低い周波数からｆ２のより高い周波数までの周波数範囲として定
義される。しかしながら、共通の周波数帯域３０２は、その他の何らかの形で（例えば、
実質的に隣接する又は隣接しない形で）定義できることが明確に理解されるべきである。
【００２４】
　図３において、制御チャネル３０４は、データチャネル３０６とトーン－インターリー
ビングされる。換言すると、制御チャネルは、共通の周波数帯域３０２内に散在された複
数の副周波数帯域と関連づけられる。該トーン－インターリービングされた制御チャネル
の使用は、周波数ダイバーシティ及び向上されたレート予測を提供することができる。例
えば、本開示の幾つかの側面により、制御チャネルＲＳＳＩ測定値を、信号及び干渉の推
定に関して及びデータチャネルを通じての送信に関する適切なレートを予測するために用
いることができる。従って、制御チャネルの一部分をデータチャネル全体にわたって散在
させることによって、これらの測定値は、データチャネル全体を通じての状態をより正確
に反映させることができる。この方法によってより正確な干渉推定を行うことができるこ
とを考慮した場合、システムは、この干渉にさらされるデータ送信に関する受入可能な送
信及びコーディングレートをより良く選択することができる。
【００２５】
　上記の方法によって１つ以上の制御チャネル及び１つ以上のデータチャネルを定義でき
ることが明確に理解されるべきである。例えば、サブチャネル３０４Ａ乃至３０４Ｄは、
単一の制御チャネル又は複数の制御チャネルを表すことができる。同様に、サブチャネル
３０６Ａ乃至３０６Ｄは、単一のデータチャネル又は複数のデータチャネルを表すことが
できる。
【００２６】
　図３は、幾つかの実装においては隣接する制御サブチャネルとデータサブチャネルとの
間において周波数ガード帯域３０８を定義できることを示す。換言すると、サブチャネル
間における周波数帯域３０２の部分組は、データチャネル又は制御チャネルのいずれにも
割り当てることができない。この方法により、隣接するデータサブチャネルと制御サブチ
ャネルとの間における干渉をある程度低減させることで例えば遠近問題を軽減することが
できる。
【００２７】
　上記は、無線ノードがどのようにして通信できるかを示す一例のみを説明するにすぎな
いことが明確に理解されるべきである。従って、その他の実装においては、データ及び制
御情報は、共通のチャネルにおいて又はその他の形で送信することができる。例えば、デ
ータ及び制御チャネルは、周波数分割多重化ではなく時分割多重化することができる。
【００２８】
　さらに、制御チャネルに関してその他の多重化形態を採用することができる。例えば、
時間内に幾つかのＯＦＤＭシンボルが存在する場合は、制御チャネルは、図３の例と同じ
効果を有効に達成させるためにシンボルからシンボルに周波数ホッピングすることができ
る。この方式は、全ＯＦＤＭシンボルにわたって幾つかの選択された周波数（例えば、図
３に示される４つの帯域）のみを利用することの代替として採用することができる。
【００２９】
　再度図２に関して、ブロック２０４によって表されるように、ノードは、干渉の管理及
び公平性をサポートするために１つ以上のその他のノードからの制御情報の有無に関して
通信媒体をモニタリングすることができる。ここで、（例えばノード間の距離に起因して
）他のノードから制御メッセージを受信しない送信ノードは制御メッセージを送信したノ
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ードと干渉しないと仮定することができる。逆に、制御メッセージを実際に受信するノー
ドは、制御メッセージを送信したノードと干渉しないようにするための適切な措置を講じ
ることが期待される。
【００３０】
　例えば、システム内の各ノードは、スケジューリングされた（例えば、現在の又は後続
する）送信に関する一定の詳細を提供する制御情報を送信することができる。従って、こ
の制御情報を受信する付近のノードは、スケジューリングされた送信と過度に干渉するこ
となしに自己のデータ送信がスケジューリングされた送信と完全に又は部分的に重なり合
うことができるかどうかを決定するために情報を解析することができる。公平性は、所定
の受信ノードが期待されるサービス品質レベルにおいてデータを受信中でないかどうかを
示す資源利用メッセージの使用を通じて達成させることができる。ここで、資源利用メッ
セージを受信するいずれの送信ノードも、不利な状況にある受信ノードにおける受信を向
上させるように自己の送信を制限することができる。
【００３１】
　図４は、一対の関連づけられた無線ノードＡ及びＢにおける情報（例えば、メッセージ
）の受信及び送信の一例を示す単純化されたタイミング図である。上の波形４０２は、ノ
ードＡによって送信及び受信された制御チャネル情報を表す。中央の波形４０４は、ノー
ドＢによって送信及び受信された制御チャネル情報を表す。下の波形４０６は、データチ
ャネルを介してのノードＡからノードＢへのデータの送信を表す。各々の制御チャネルに
関して、情報の送信は、水平線の上方のブロック（例えば、ブロック４０８）によって表
され、情報の受信は、水平線の下方のブロック（例えば、ブロック４１０）によって表さ
れる。さらに、ダッシュ線のボックスは、他方のノードによって送信された情報を一方の
ノードにおいて対応して受信することを表す。
【００３２】
　幾つかの実装においては、一対の関連づけられたノードは、干渉を管理し及びシステム
資源の再利用を最大化するために要求－許可－確認方式を採用することができる。要約す
ると、他のノード（すなわち、受信ノード）にデータを送信することを希望するノード（
すなわち、送信ノード）は、送信要求を送信することによって交換を開始する。関連づけ
られた受信ノードは、要求を許可することによって送信をスケジューリングすることがで
き、この許可は、送信がいつ及びどのようにして行われるかを定義することもできる。送
信ノードは、確認を送信することによって許可の受信について肯定応答する。
【００３３】
　幾つかの実装においては、許可及び確認は、スケジューリングされた送信の１つ以上の
パラメータを記述する情報を含むことができる。例えば、この情報は、送信がいつ行われ
るか、送信に関して用いられる送信電力、及び後述されるその他のパラメータを示すこと
ができる。それにより、ノードは、この情報を近隣ノードから定期的に取得するように制
御チャネルをモニタリングし、取得された情報を用いて（受信ノードに関する受信に対応
する）自己の送信をスケジューリングすべかどうか又はどのようにスケジューリングすべ
きかを決定することができる。
【００３４】
　図４は、線４１２によって表されるようにノードＡが近隣のノードからの一連の許可を
ある期間にわたって観測しておりさらにノードＢが近隣のノードからの一連の確認をある
期間にわたって観測している例を示す。制御チャネルにおけるこれらの観測された許可（
４１４Ａ乃至Ｃ）及び確認（４１６Ａ乃至Ｃ）は、ノードＡ又はノードＢのいずれのノー
ドによる送信又は受信とも関連していないことに注目すること。ここで、これらの許可は
、許可ブロック（“Ｇ”）４１４Ａ乃至４１４Ｃによって表され、確認は、確認ブロック
（“Ｃ”）４１６Ａ乃至４１６Ｃによって表される。ノードは、期間４１２中にその他の
型の制御メッセージを受信できることが明確に理解されるべきである。しかしながら、送
信ノード（例えば、ノードＡ）による許可の受信及び受信ノードによる確認の受信（例え
ば、ノードＢ）は、ブロック２０４の動作に関する直下の説明の主な焦点である。
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【００３５】
　幾つかの側面においては、ノードＡは、受信された許可に基づいて送信制限状態（ｔｒ
ａｎｓｍｉｔ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ　ｓｔａｔｅ）を生成する。例えば、送信制限状
態は、各々の許可によって提供される情報のレコードを備えることができる。この方法に
より、ノードＡは、ノードＡの近くに所在する受信ノードによってスケジューリングされ
ている送信に関連する情報を有することになる。従って、送信制限状態は、ノードＡが干
渉する可能性がある受信ノードのうちのいずれかが現在データを受信中であるかどうか又
はデータを受信予定であるかどうかを決定することができる仕組みを提供する。
【００３６】
　同様の方法で、ノードＢは、受信された確認に基づいてレート予測状態を生成する。幾
つかの実装においては、レート予測状態は、確認の各々によって提供された情報のレコー
ドを備えることができる。従って、ノードＢは、ノードＢの近くに所在する送信ノードの
スケジューリングされた送信に関連する情報を有することになる。この方法により、レー
ト送信予測状態は、ノードＢにおいて干渉する可能性があるいずれかの送信ノードが現在
データを送信中であるか又はデータを送信予定であるかをノードＢが決定することができ
る仕組みを提供する。
【００３７】
　ここで、ノードＢの近隣ノードはノードＡの近隣ノードとは異なることができる点が明
確に理解されるべきである。例えば、近隣ノードの定義が、ノードが他のノードから制御
メッセージを受信できるかどうかに基づく場合においては、ノードＡ及びＢが公平な距離
だけ分離されている場合は、ノードＢと通信することができるノードの一部は、ノードＡ
と通信することができず、逆も同様である。従って、ノードＡ及びＢは、本明細書におい
て説明される干渉回避動作及び公平性動作と関係して自己の近隣ノードを独立して識別す
ることができる。
【００３８】
　再度図２の流れ図に関して、要求－許可－確認メッセージ交換例が説明される。ブロッ
ク２０６において、受信ノードにデータを送信することを希望する送信ノードは、送信要
求を送信することができる。ここで、要求を出すべきかどうかに関する送信ノードによる
決定は、自己の送信制限状態に基づく（例えば、受信された制御情報に基づく）ことがで
きる。例えば、ノードＡは、自己のスケジューリングされた送信がノードＡの近くに所在
する受信ノードにおけるスケジューリングされた受信と干渉するかどうかを決定すること
ができる。以下においてさらに詳細に説明されるように、この決定に基づいて、ノードＡ
は、自己の送信を進行させる、自己の送信を延期する、又は自己の送信と関連づけられた
１つ以上のパラメータを変更することを決定することができる。
【００３９】
　送信ノードが送信をスケジューリングできると決定した場合は、送信ノードは、受信ノ
ードに要求メッセージを送信する。図４の例においては、このことは、要求ブロック（“
Ｒ”）４０８によって表される。
【００４０】
　ブロック２０８によって表されるように、要求が受信された時点で、関連づけられた受
信ノードは、要求された送信をスケジューリングすべきかどうかを決定する。ここで、要
求された送信をスケジューリングすべきかどうかの受信モードの決定は、そのレート予測
状態に基づく（例えば、受信された制御情報に基づく）ことができる。例えば、ノードＢ
は、ノードＢの近くに所在する送信ノードによるスケジューリングされた送信に鑑みて要
求された送信を信頼できる形で受信できるかどうかを決定することができる。以下におい
てさらに詳細に説明されるように、この決定に基づいて、ノードＢは、要求された送信を
スケジューリングする、要求された送信をスケジューリングしない、又は送信の持続可能
な受信を可能にするために要求された送信と関連づけられた１つ以上のパラメータ（例え
ば、送信タイミング、送信電力、送信レート、コードレート）を調整することを決定する
ことができる。
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【００４１】
　受信ノードが送信をスケジューリングすることを選択した場合は、受信ノードは、許可
を送信ノードに送信する。図４の例においては、許可ブロック（“Ｇ”）４１８は、ノー
ドＢ及びノードＡによる許可メッセージの送信及び受信をそれぞれ表す。上述されるよう
に、許可は、スケジューリングされた送信に関連する情報を含むことができる。従って、
許可４１８を受信する送信ノードは、この情報に基づいて送信制限状態を定義（例えば、
更新又は生成）することができる。
【００４２】
　図２のブロック２１０によって表されるように、関連づけられたノードから許可メッセ
ージを受信した時点で、送信ノードは、関連づけられた受信ノードによる許可を確認する
ため及びスケジューリングされた送信を近隣ノードに知らせるための確認メッセージをブ
ロードキャストする。図４の例においては、確認ブロック（“Ｃ”）４２０は、ノードＡ
及びノードＢのそれぞれによる許可メッセージの送信及び受信を表す。上述されるように
、確認は、スケジューリングされた送信に関連する情報を含むことができる。従って、確
認４２０を受信する受信ノードは、この情報に基づいてレート予測状態を定義（例えば、
更新又は生成）することができる。
【００４３】
　ブロック２１２によって表されるように、確認の送信に引き続き、送信ノードは、図４
において送信機会（“ＴＸＯＰ”）間隔４２２によって表されるスケジューリングされた
送信期間中にデータを送信する。幾つかの実装においては、進行中の送信に関する干渉管
理及びレート選択の向上を可能にするために（例えば、相対的に長いＴＸＯＰ期間と関連
づけられた）単一の送信機会をより小さいセグメントに分割することができる。図４の例
においては、スケジューリングされた送信は、制御情報を受信又は送信するために指定さ
れた時間間隔４２６によって分離される一連の送信時間セグメント４２４Ａ及び４２４Ｂ
であると定義される。例えば、ノードＡは、時間セグメント４２４Ａ中にデータを送信し
、次に時間間隔４２６中に制御メッセージの有無に関してモニタリング及び／又は制御メ
ッセージを送信し、次に、時間セグメント４２４Ｂ中に再度データを送信することができ
る。図４の期間の相対的長さは、実際のシステムにおいて用いることができる長さとは必
ずしも同じでないことが明確に理解されるべきである。
【００４４】
　送信をこのように細分することによって、ノードＡは、通信媒体における状態が最初の
許可４１８の時点から変化していると決定された場合に後続する時間セグメント（例えば
、時間セグメント４２４Ｂ）中にデータの送信を適合させることができる。例えば、時間
セグメント４２４Ａ中においては、ノードＢは、近隣ノードのうちの１つから追加の制御
情報（例えば、確認４１６Ｄ）を受信することができる。（例えば、時間セグメント４２
４Ｂ中におけるスケジューリングされた送信を示す）この情報に基づき、ノードＢは、自
己のレート予測状態を適合化することができる。レート予測状態の変化が時間セグメント
４２４Ｂ中におけるチャネル状態に関連する場合は、ノードＢは、ノードＡによる後続送
信に関して送信パラメータ（例えば、送信レート、含めるべき冗長性ビット数、等）を適
合化することができる。
【００４５】
　幾つかの実装においては、受信ノードは、所定の送信セグメントの肯定応答と関係させ
て、上記のような送信パラメータを関連づけられた送信ノードに送信することができる。
図４の例においては、ノードＢは、セグメント４２４Ａの受信について肯定応答するため
の肯定応答４２８をノードＡに送信する。肯定応答４２８は、許可４１８において送信さ
れた情報と同様の情報を含めること又は該情報と関係させて送信することもできる。従っ
て、この情報は、後続セグメント（例えば、セグメント４２４Ｂ）の送信のためにノード
Ａによって用いられる送信期間、送信電力情報、及びその他の情報を定義するか又はこれ
らの情報と関連させることができる。肯定応答４２８は、ノードＢの近くに所在する送信
ノードが各々の送信制限状態を更新できるようにこれらの送信ノードに対してこの情報を
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提供するために用いることもできる。
【００４６】
　幾つかの実装においては、ノードＡは、間隔４２６中におけるその他のノードからの制
御情報の有無に関してモニタリングすることができる。例えば、ノードＡは、許可又は資
源利用メッセージを受信することができ、それにより、ノードＡは、受信された情報に基
づいて現在の送信又は後続する送信を調整することを選択することができる。
【００４７】
　幾つかの実装においては、ノードＡは、間隔４２６中に確認４３０を送信することがで
きる。確認４３０は、例えば、確認４２０によって提供される情報と同様の情報を含むこ
とができる。従って、確認４３０は、後続セグメント（例えば、セグメント４２４Ｂ）の
送信のためにノードＡによって用いられる送信期間、送信電力情報、及びその他の情報を
定義するか又はこれらの情報と関連させることができる。幾つかの事例においては、確認
４３０は、肯定応答４２８に応じて生成することができる。特に、肯定応答４２８が、後
続する時間セグメントに関する送信パラメータの適合化を要求した場合は、確認４３０は
、ノードＡの近くに所在する受信ノードが各々のレート予測状態を更新できるようにこれ
らの受信ノードに対してこの情報を提供するために用いることができる。
【００４８】
　再度図２に関して、幾つかの実装においては、ブロック２１４によって表されるように
、送信ノードは、自己の送信を完了後に、定義された期間の間制御チャネルをモニタリン
グすることができる。例えば、図４のＴＸＯＰ後モニター期間４３２によって表されるよ
うに、この期間は、ＴＸＯＰ期間４２２の直後に（又は実質的に直後に）続くことができ
る。このモニター期間の使用を通じて、ノードは、ノードが引き続いてデータ送信要求を
開始すること及びノードにおけるデータの受信をスケジューリングする許可を生成するこ
とを可能にするために送信制限状態及びレート予測状態情報を定義する（例えば、更新又
は再取得する）ことができる。ここで、ノードは、ノードが送信中であった期間（例えば
、時間セグメント４２４Ａ及び時間セグメント４２４Ｂ）中に制御メッセージを受信して
おくことができない点が明確に理解されるべきである。例えば、ノードＡは、ノードＡの
近くに所在する受信ノード及び送信ノードによってそれぞれ送信されている許可４１０及
び確認４３４を受信していないことになる。従って、幾つかの実装においては、これらの
近隣ノードは、ノードＡがこの情報に基づいて自己の状態を定義できるようにＴＸＯＰ後
の期間４３２中にこの情報を送信するように構成することができる。
【００４９】
　幾つかの実装においては、ノードは、近隣ノード（例えば、ノードＡ）が制御情報を確
実に受信するようにこの情報の送信を送らせるように構成することができる。ここで、ノ
ードは、自己の近隣ノードがいつ送信することになるかを決定するためにこれらの近隣ノ
ードによって送信される制御情報（例えば、ノードＡからの確認４２０）をモニタリング
することができる。これで、ノードは、近隣ノードの送信期間（例えば、期間４２２）の
完了後まで制御情報の送信を遅らせることができる。このことは、図４において、例えば
ＴＸＯＰ後の期間４３２中にノードＡによって受信される許可４３６及び確認４３８によ
って例示される。
【００５０】
　幾つかの実装においては、ノードは、近隣ノード（例えば、ノードＡ）が制御情報を確
実に受信するようにするためにこの情報を再送信するように構成することができる。この
場合は、ノードは、最初に通常の(例えば遅延されない）時間に制御情報（例えば、許可
４１０又は確認４３４）を送信することができる。しかしながら、ノードは、ノードが自
己の制御情報を送信時に近隣ノード（例えば、ノードＡ）のうちのいずれかが送信予定で
あるか又は送信中であったかどうかを決定するためにこれらの近隣ノードによって送信さ
れた制御情報をモニタリングすることもできる。その場合は、ノードは、以前に送信され
た情報を繰り返す追加の制御情報を送信することができる。この場合は、ＴＸＯＰ後の期
間４３２中にノードＡによって受信される許可４３６及び確認４３８は、“再送信された
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”制御情報に対応することができる。
【００５１】
　幾つかの実装においては、ＴＸＯＰ後期間４３２の長さは、無線通信システムにおける
時間セグメント（例えば、時間セグメント４２４Ａ）の最大長＋間隔４２６の最大長と少
なくとも同じ長さであると定義される。この方法により、期間４３２中に制御チャネルを
モニタリング中であるノードは、システム内のその他の組の関連づけられたノードに関し
て定義される間隔４２６中に送信された肯定応答又は確認を確実に受信することができる
。さらに、不利な状況にある受信ノードは、その不利な状況にある受信ノードにおけるサ
ービスの質を向上させるようにするために期間４３２を用いて資源利用メッセージ（“Ｒ
ＵＭ”）をブロードキャストすること又は指示されたＲＵＭを特定のノード（例えば、受
信ノードにとっての不公平の原因となっているＴＸＯＰと関連づけられたノード）に送信
することができる。以下においてさらに詳細に説明されるように、ＲＵＭは、ノードが自
己の近隣ノードに送信を断念させそれによってノードがチャネルへのアクセスを都合良く
入手するのを可能にするための仕組みを提供する。ＲＵＭの幾つかの実装例及び用途例に
関する様々な詳細が、その開示が本明細書において参照されることによって本明細書に組
み入れられている米国特許出願発行番号２００７／０１０５５７４において説明される。
【００５２】
　上記の説明を念頭に置いて、本明細書における教示に基づいて採用することができる追
加の実装の幾つかの例及び動作上の詳細が図５乃至８と関係させて説明される。図５は、
送信ノード５００（例えば、送信動作を実行中の無線ノード）と関連づけられた幾つかの
機能的構成要素例を示す。図６は、受信ノード６００（例えば、受信動作を実行中の無線
ノード）の幾つかの機能的構成要素例を示す。図７は、送信ノードによって実行すること
ができる幾つかの動作例を例示する。図８は、受信ノードによって実行することができる
幾つかの動作例を例示する。
【００５３】
　最初に図５及び６に関して、送信ノード及び受信ノード５００及び６００は、互いに又
はその他の無線ノードと通信するための様々な構成要素を含む。例えば、ノード５００及
び６００は、無線媒体を介して情報（例えば、データ及び制御情報）を送信し及び情報を
受信するためのトランシーバ５０２及び６０２をそれぞれ含む。さらに、ノード５００及
び６００は、制御メッセージを生成するための制御メッセージ生成器５０６及び６０６と
、受信された制御メッセージを処理するための制御メッセージプロセッサ５０４及び６０
４と、をそれぞれ含む。チャネル定義器５０８及び６０８は、互いに又はその他のノード
と通信するためにノード５００及び６００によって用いられるデータ及び制御チャネルを
定義、選択、又はその他の形で実装するために協力することができる。例えば、チャネル
定義器５０８及び６０８は、（例えば、図３において例示されるように）データ及び制御
情報が該当する周波数帯域を介して送信及び受信されるようにトランシーバ５０２及び６
０２とそれぞれ協力することができる。ノード５００及び６００は、例えば送信パラメー
タ５１０及び６１０及び状態レコード５１２及び６１２を格納するための各々のデータメ
モリも含む。さらに、送信ノード５００は、ノード５００の様々な送信関連動作を制御す
るための送信コントローラ５１４を含み、受信ノード６００は、ノード６００の様々な受
信関連動作を制御するための受信コントローラ６１４を含む。受信ノード６００は、資源
利用メッセージを生成するための資源利用メッセージ（“ＲＵＮ”）生成器６１６も含み
、他方、送信ノード５００は、受信されたＲＵＭを処理するためのＲＵＭプロセッサ５３
２を含む。
【００５４】
　送信ノード５００及び受信ノード６００の動作例が、図７及び８の流れ図とそれぞれ関
係させてさらに詳細に説明される。便宜上、図７及び８の動作（又は本明細書において説
明又は教示されるその他の動作）は、特定の構成要素（例えば、ノード５００又は６００
の構成要素）によって実行されるとして説明することができる。しかしながら、これらの
動作は、その他の型の構成要素によって実行できること及び異なる数の構成要素を用いて
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実行できることが明確に理解されるべきである。さらに、所定の実装においては本明細書
において説明される動作のうちの１つ以上を採用できないことも明確に理解されるべきで
ある。
【００５５】
　ブロック７０２及び８０２によって表されるように、ノード５００及び６００は、制御
メッセージの有無に関して制御チャネルを定常的にモニタリングする。例えば、典型的構
成においては、ノード５００の受信機５１８及びノード６００の受信機６１８は、各々、
各ノードの対応する送信機５２０及び６２０が送信中でないときに常に制御チャネルをモ
ニタリングする。換言すると、ノードは、受信中又はアイドル状態のときに制御メッセー
ジを取得することができる。この方法により、ノード５００及び６００の各々は、近隣ノ
ードと関連づけられたスケジューリングされた送信と関連する制御情報を取得し、それに
よって後述されるように状態を維持することができる。
【００５６】
　各ノードの制御メッセージプロセッサ５０４及び６０４は、各々の受信された制御メッ
セージを処理し、送信スケジュール及びその他の情報をメッセージから抽出する。上述さ
れるように、受信された制御メッセージは、許可、確認、肯定応答、又はその他の適切な
制御情報を含むことができる。ここで、送信することを希望するノード（すなわち、送信
ノード）に関しては、その送信ノードは、これらの制御メッセージによって提供された情
報を用いて近隣ノードのスケジューリングされた受信と干渉するかどうかを決定するため
、近隣の受信ノードによって生成される許可及び肯定応答が特に対象となる。逆に、受信
することを希望するノード（すなわち、受信ノード）に関しては、その受信ノードは、こ
れらの制御メッセージによって提供された情報を用いてこれらのノードによるスケジュー
リングされた送信に鑑みて持続可能な形でデータを受信できるかを決定するため、近隣の
送信ノードによって生成される確認が特に対象となる。
【００５７】
　上述されるように、許可及び肯定応答は、許可された資源に関連する情報と、対応する
許可されたＴＸＯＰのタイミング及び継続時間と、を含むことができる。これらのタイミ
ングパラメータは、例えば、ＴＸＯＰに関する開始時間と、ＴＸＯＰに関する終了時間と
、ＴＸＯＰの継続時間と、を含むことができる。幾つかの実装においては、これらのタイ
ミングパラメータは、メッセージの送信時間又は何らかのその他のタイミング基準に関す
るものであることができる。
【００５８】
　許可又は肯定応答は、受信ノードにおける送信の信頼できる受信を容易にするために受
信ノードにおいて定義された送信パラメータを含むこともできる。上述されるように、受
信ノードは、受信ノードの近隣に所在するノードによるスケジューリングされた（例えば
、進行中の又は将来の）送信に基づいてこれらのパラメータを定義することができる。こ
の情報は、例えば、スケジューリングされた送信中に関連づけられた送信ノードによって
用いられる推奨又は指定された送信パラメータ、例えば送信電力、送信レート、送信すべ
き冗長性ビット数、及びコードレート、を含むことができる。
【００５９】
　幾つかの実装においては、許可又は肯定応答は、受信ノードにおいて予想されるチャネ
ル対干渉比（“Ｃ／Ｉ”）を示すことができる。この場合は、関連づけられた送信ノード
は、この情報を用いて該当する送信パラメータを定義することができる。
【００６０】
　幾つかの実装においては、許可又は肯定応答は、受信ノードにおける受信マージンを示
すことができる。この受信マージンは、例えば、制御メッセージによって提供される送信
パラメータ内においてどれだけの（例えば、デシベル単位で定義された）マージンを組み
入れるかを示すことができる。従って、送信ノードは、受信マージン情報を用いることで
、重なり合う送信によって引き起こされた干渉が、受信ノードにおける誤り訂正機構（例
えば、ＨＡＲＱ）が関連づけられたパケットを復元できるような低さになるようにするこ
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とができる。
【００６１】
　幾つかの実装においては、許可又は確認は、特定の送信電力値が受信ノードに対してど
の程度の影響を及ぼすか（例えばどの程度干渉するか）を決定するために近隣ノードが用
いることができるパイロット信号を備えるか又は該パイロット信号と関連づけることがで
きる。例えば、パイロット信号は、固定された既知の電力スペクトル密度又は送信電力と
関連づけることができ、それにより、送信ノードは、この既知の情報を用いて近隣の受信
ノードへの経路損を決定することができる。この目的のために、受信機５１８は、受信さ
れた信号（例えば、パイロット）の信号強度を測定するために用いることができる受信信
号強度表示（“ＲＳＳＩ”）測定器５２４を含むことができる。幾つかの実装においては
、このパイロット信号は、制御サブチャネルのうちの１つ以上において送信することがで
き、従って、（例えば周波数選択性フェージングを有するチャネルにおいて有利であるよ
うにするために）チャネル全体のサンプルを信頼できる形で入手することができる。　
　幾つかの実装においては、確認は、許可及び確認と関係させて上述される情報と同様の
情報を含むことができるが、この場合においては、この情報は、スケジューリングされた
送信期間中に送信する予定の近隣ノードからの情報である。例えば、確認は、ＴＸＯＰに
関する開始時間と、ＴＸＯＰに関する終了時間と、ＴＸＯＰの継続時間と、送信電力と、
送信レートと、送信すべき冗長性ビット数と、コードレートと、を含むことができる。
【００６２】
　確認は、パイロット信号を備えること又はパイロット信号と関連づけることもできる。
繰り返すと、パイロット信号は、固定された既知の電力スペクトル密度又は送信電力と関
連づけることができ、それにより、受信ノードは、送信ノードへの経路損を決定すること
ができる。従って、受信機６１８は、受信された確認信号（例えば、パイロット）の信号
強度を測定するために用いることができるＲＳＳＩ測定器６２４を含むこともできる。　
　幾つかの実装においては、確認は、スケジューリングされた送信に関して送信ノードに
よって用いられる送信電力デルタを示すことができる。この電力デルタは、例えば、スケ
ジューリングされた送信中に送信すべきメッセージの電力レベルと確認（例えば、関連づ
けられたパイロット信号）の電力レベルとの間の差（例えば、増減）を示すことができる
。受信された確認の送信電力デルタ及び測定された電力レベルの使用を通じて、受信ノー
ドは、近隣の送信ノードからどれだけの干渉を予想できるかを決定することができる。例
えば、以前にスケジューリングされた送信に関する受信された確認に基づいて、受信ノー
ドは、受信された干渉レベル対時間のプロフィール（例えば、状態レコード）を構築する
ことができる。
【００６３】
　ブロック７０４及び８０４によって表されるように、状態コントローラ５２２及び６２
２は、受信された制御情報に基づいて各ノードに関する状態レコードを定義する。ここで
、新しい制御情報が受信されるのに従い、該当する状態レコードに加えられる。逆に、（
ＴＸＯＰの終了時間を現在の時間と比較することによって示されるように）所定のＴＸＯ
Ｐが完了された時点で、関連づけられたレコードが状態レコードから削除される。
【００６４】
　送信制限状態レコード５１２は、送信ノード５００にとっての特別の対象であるため、
これらのレコードが図５に示される。上述されるように、送信制限状態は、受信された許
可のレコード、及び幾つかの実装においては受信された肯定応答、を含む。従って、所定
の受信されたメッセージに関する状態レコード５１２のエントリ５２６は、スケジューリ
ングされた送信の開始時間（又は、送信が進行中である場合は現在の時間）と、対応する
終了時間と、送信期間と、受信マージンと、受信されたメッセージと関連づけられたＲＳ
ＳＩと、Ｃ／Ｉと、メッセージを送信したノード（例えば、許可又は肯定応答を送信した
ノード）の受信マージンと、を含むことができる。
【００６５】
　レート予測状態レコード６１２は、受信ノード６００にとっての特別の対象であるため
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、これらのレコードが図６に示される。レート予測状態は、受信された確認のレコードを
含む。従って、所定の受信されたメッセージに関する状態レコード６１２のエントリ６２
６は、スケジューリングされた送信の開始時間（又は、送信が進行中である場合は現在の
時間）と、対応する終了時間と、送信期間と、受信されたメッセージと関連づけられたＲ
ＳＳＩと、メッセージを送信したノードの送信電力デルタと、を含むことができる。
【００６６】
　今度は、図８及び７のブロック８０６及び７０６に関して、幾つかの実装においては、
システム内のノードは、システムの資源がノード間において公平に共有されるようにする
ために資源利用メッセージ（“ＲＵＭ”）を実装することができる。一般的には、ブロッ
ク８０６の動作は、受信ノードが（例えば、ノードが受信中に“経験する”干渉に起因し
て）不利な状況にあること及びノードが共有されている通信媒体（例えば、所定のデータ
チャネル）に対する優先的アクセスを希望することを示すためのメッセージを制御チャネ
ルを通じて送信することを含む。図７のブロック７０６において、送信ノードは、いずれ
かの近隣ノードがＲＵＭを送信しているかどうかを決定するために制御チャネル上におけ
る着信トラフィックをモニタリングする。この情報は、送信ノードが送信要求を呼び出す
ことを希望するときに常に考慮される。ＲＵＭに基づく方式に関連する動作例が図９と関
係させてより詳細に説明される。
【００６７】
　図９Ａにおいてブロック９０２によって表されるように、いずれかの時点において（例
えば定期的に）、受信ノードは、期待されるサービス品質レベル（例えば、期待されるデ
ータレート又はレーテンシー）に従ってデータを受信中であるかどうかを決定する。幾つ
かの事例においては、サービスの質は、近隣の送信ノードからの干渉に起因して期待され
るよりも低くなることがある。例えば、受信ノードは、近隣ノードのスケジューリングさ
れた送信に起因して関連づけられたノードからの送信要求を許可できないことがある。受
信ノードが不利な状況にあると決定した場合は、受信ノードは、近隣ノードによる干渉を
低減させることを試みてＲＵＭを生成することができる。近隣ノードによる応答は、ＲＵ
Ｍを送信中のノードを満足させるために要求頻度を下げるか又は電力を低下させるか又は
その他の適切な手段によってデータチャネルでの送信を求めた競争レベルをある期間だけ
下げることに関するものであることができる。　
　ブロック９０４によって表されるように、幾つかの実装においては、ＲＵＭは、受信無
線ノードにおける受信が希望されるサービス品質レベルをどの程度満たしていないか（例
えば、受信ノードが不利な状況にある度合い）を示すために重みを付ける（例えば、重み
値を含む）ことができる。例えば、不利な状況にある受信ノードは、期待される受信デー
タレートが実際の受信データレートとどの程度異なるか（例えば、２つの値の比）を示す
ＲＵＭ重み値を計算することができる。
【００６８】
　ブロック９０６によって表されるように、実際上は、ＲＵＭは、様々なタイプの情報を
含むことができる。例えば、幾つかの実装においては、ＲＵＭは、希望される干渉低減レ
ベルを指定することができる。さらに、幾つかの実装においては、ＲＵＭは、不利な状況
にある受信ノードがクリアされることを希望する特定の資源を示すことができる。
【００６９】
　ブロック９０８よって表されるように、受信ノードは、制御チャネルを介してＲＵＭを
送信する。図６の例においては、ＲＵＭ生成器６１６は、上記のＲＵＭ関連情報を生成す
ることができる。従って、制御メッセージ生成器６０６は、制御チャネルを通じてＲＵＭ
を送信する上で送信機６２０と協力することができる。
【００７０】
　図７においてブロック７０８によって表されるように、送信ノードは、送信制限状態、
及びオプションとして、受信されたＲＵＭに基づいて送信要求を出すべきかどうか及びど
のようにして出すかを決定する。幾つかの側面においては、要求は、送信ノードが関連づ
けられた受信ノード（又は複数のノード）に送信すべきデータを有することを示す。さら
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に、要求は、送信ノードがデータを送信するのを妨げる進行中の送信が存在しないことを
示す働きをすることもできる。
【００７１】
　ブロック７０６において、近隣ノードがＲＵＭを送信していることが決定された場合は
、送信ノードは、適切な応答を決定するために、ＲＵＭの受信、その重み、及びＲＵＭに
含まれるその他の情報を利用することができる。例えば、送信ノードは、自己の将来の送
信を制限することができ、又は、例えば関連づけられた受信ノードがその他のいずれの近
隣の受信ノードよりも不利な状況にあることを示すＲＵＭをその関連づけられた受信ノー
ドから受け取っている場合はＲＵＭを無視することができる。
【００７２】
　図９Ｂに関して、ブロック９１０において、送信ノード５００のＲＵＭプロセッサ５３
２は、近隣の受信ノードが送信ノードと関連づけられた受信ノードよりも不利な状況にあ
ることを受信されたＲＵＭが示すかどうかを決定する。暫定的な措置として、ブロック９
１２において、干渉決定器５２８は、（上述されるように）送信ノードの送信さえも不利
な状況にある受信ノードと干渉することになるかどうかを決定することができる。この決
定は、例えば、受信されたＲＵＭと関連づけられた受信電力情報（例えば、パイロット信
号のＲＳＳＩ）を該当するしきいレベルと比較することを含むことができる。送信中に使
用すべき送信電力が十分に低いこと又は希望される送信のその他のパラメータ（例えば、
送信時間）が不利な状況にある受信ノードにおいて過度な干渉を引き起こすことにならな
いということが決定された場合は、送信ノードは、受信されたＲＵＭを無視することがで
きる。
【００７３】
　ブロック９１４において、希望される送信が不利な状況にある受信ノードにおける受信
と干渉するおそれがあることを送信ノードが決定した場合は、送信ノード５００は、該干
渉を回避するための適切な措置を講じる（例えば、異なる送信パラメータを定義する）こ
とができる。例えば、送信ノード５００（例えば、送信コントローラ５１４）は、送信要
求の送信を遅らせる、関連づけられた受信ノードの資源利用メッセージが受信された資源
利用メッセージよりも高い不利度（a higher degree of disadvantage）を示すまで要求
メッセージの送信を控える、のちの時点における送信を要求する要求を送信する、ノード
が要求メッセージを送信するレートを変更する（例えば、下げる）、送信期間（例えば、
ＴＸＯＰ）の長さを変更する（例えば、短くする）、異なる（例えば、低下された）電力
レベルで送信する要求を送信する、送信電力デルタを変更する（例えば、小さくする）、
ノードによる送信が近隣ノードにおける受信と干渉する可能性がある度合いに関連する一
組の規則（例えば、１つ以上の規則５３０）を修正する、又はその他の何らかの適切な措
置を講じる、のうちの１つ以上を実行することができる。
【００７４】
　送信ノードは、送信ノードと関連づけられた受信ノードがその他のノードよりも不利な
状況にあることを受信されたＲＵＭが示すときには相互的な動作を行うことができる。例
えば、この場合は、送信ノードは、要求を送信するレートを上げる、ＴＸＯＰの長さを長
くする、等を行うことができる。
【００７５】
　上述されるように、送信ノードは、現在の状態に基づいて要求を制限することもできる
。図５の例においては、干渉決定器５２８は、送信制限状態レコード５１２を用いて、希
望される送信が送信ノードの相対的に近くに所在するノードにおけるスケジューリングさ
れたデータ受信と干渉するかどうかを決定することができる。該決定は、例えば、所定の
送信レート、コーディング方式、又はその他の条件に関する受入可能な干渉レベルに関連
するマージンを定義することができる１つ以上の干渉規則５３０に基づいて行うこともで
きる。一例として、受信された許可のＲＳＳＩ及び受信マージン情報に基づき、ノードは
、重なり合う送信を要求すべきかどうか、そして要求すべきである場合はスケジューリン
グされた送信との潜在的な干渉を制限するために送信電力をどのようにして選択すべきか
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を決定することができる。希望される送信は１つ以上の近隣ノードにおける受信と過度に
干渉する可能性があると干渉決定器５２８が決定した場合は、送信ノード５００は、送信
要求メッセージの送信を控える、送信要求の送信を遅らせる、のちの時点における送信を
要求する要求を送信する、低下された電力レベルで送信する要求を送信する、送信期間（
例えば、ＴＸＯＰ）を調整する、又はその他の適切な手段を講じることを選択することが
できる。例えば、送信ノードがより低い電力レベルで送信することを選択した場合でも、
送信ノードは、パケット当たり同じビット数を送信するのを希望することができる。この
場合は、送信ノードは、より長いＴＸＯＰを指定することができる。
【００７６】
　データ送信要求を出すべきかどうかに関して上述される等の技法は、制御チャネルを介
して送信すべきかどうかを決定するために用いることもできる。例えば、ノードが制御チ
ャネルを通じて送信するために相対的に過度の電力量を用いる場合は、そのノードによる
制御情報の送信は、近隣ノードにおけるデータの受信と干渉する可能性がある。特に、こ
の干渉は、データ受信ノードと関連づけられているデータ送信ノードが、制御チャネルを
通じて送信中のノードよりも、データ受信ノードから遠くに所在するときに発生する可能
性がある。該干渉は、制御情報の送信及びデータの受信と関連づけられた周波数が相対的
に近いときにも発生する可能性がある。後者の一例として、図３に関して、データチャネ
ルのうちの使用中の部分（例えば、サブチャネル３０６Ｄ）の周波数帯域は、周波数の点
で制御チャネルのうちの使用中の部分（例えば、サブチャネル３０４Ｄ）の周波数帯域に
相対的に近いことができる。上記の遠近問題に対処することに関連する動作が以下におい
て図１０と関係させてさらに詳細に説明される。一定の事例においては、ノードによる送
信は、受信機におけるパケットの飽和状態及び損失（受信機のジャミングとも呼ばれる）
を引き起こしている直近の近隣に所在する受信機の感度を低下させる可能性がある。この
ことは、送信が受信から周波数分離されている場合でも生じる。制御チャネルにおいて送
信すべかどうかを近隣に所在する受信機の感度を低下させる尤度に基づいて決定すること
は、送信制限状態処理の一環でもある。
【００７７】
　ブロック１００２によって表されるように、制御チャネルを通じて送信することを希望
するノードは、近隣の受信ノードが何らかの要求される送信をスケジューリングしている
（例えば、許可している）かどうかを示す情報の有無に関して制御チャネルをモニタリン
グする。従って、ブロック１００４において、ノードは、本明細書において説明されるよ
うに状態レコード（例えば、送信制限状態）を定義する。
【００７８】
　ブロック１００６において、ノードは、いずれかの時点において、制御チャネルを通じ
て送信するのを希望することを決定することができる。この場合は、ノードは、送信制限
状態情報及び意図される制御チャネル送信と関連づけられた送信パラメータを利用して、
希望される送信が近隣での受信と干渉するかどうか又は近隣受信機の感度を低下させるか
どうかを決定することができる。この決定は、本明細書においてその他の同様の動作に関
して説明されるのと類似の形で、希望される送信をスケジューリングすべきかどうか及び
どのようにスケジューリングすべきかを決定することを含むことができる。例えば、幾つ
かの実装においては、送信を進める、送信を遅らせる、又は送信と関連づけられた幾つか
のパラメータを変更するための決定を行うことができる（ブロック１００８）。
【００７９】
　幾つかの実装においては、制御メッセージを送信するために用いるべき送信電力は、干
渉の回避を目的として調整することができない。例えば、幾つかの事例においては、（本
明細書において説明されるように）制御メッセージを受信するノードが制御メッセージの
受信された電力レベルに基づいて干渉回避決定を行うのを可能にするために一定の電力レ
ベルとともに送信されるようにすることが望ましい。従って、これらの事例においては、
干渉回避は、送信のタイミング又は送信電力に影響を及ぼさないその他の何らかのパラメ
ータを調整することを含むことができる。制御チャネルメッセージの送信を再スケジュー
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リングする（例えば、のちの時点に送信する）ことによって干渉回避を避けることができ
ない事例においては、制御チャネルとデータチャネルとの間における干渉は、上述される
ガード帯域及び／又は拡大マージンの使用を通じて対処することができる。
【００８０】
　ブロック１０１０において、ノードが近隣ノードにおけるデータ受信と過度の干渉を引
き起こさずに制御チャネルを通じて送信できると決定した時点で、ノードは、制御チャネ
ルに関して指定されたアクセス方式を呼び出すことができる。例えば、制御チャネルにお
けるレーテンシーを回避するために、ノードは、１度に１つずつが制御チャネルにおいて
送信することができる。幾つかの実装は、衝突回避を有する搬送波検知多元接続（“ＣＳ
ＭＡ／ＣＡ”）等の干渉回避方式を採用することができる。この方法により、ＦＤＭ制御
チャネルにおける動作は、本質的には、チャネルの信号対雑音比のみによって制限するこ
とができる。幾つかの実装においては、データチャネルにおいて送信中のノードは、ＮＡ
Ｖ設定を維持するために制御チャネルをリッスンする（ｌｉｓｔｅｎ）ことができないた
め、保留又はＮＡＴ設定は許可されない。ノードが制御チャネルへのアクセスを入手した
時点で、ノードは、本明細書において説明されるように制御チャネルを通じて制御メッセ
ージを送信することができる（ブロック１０１２）。
【００８１】
　図７のブロック７１０において、送信要求を出す決定が行われた場合は、制御メッセー
ジ生成器５０６は、例えば、要求された開始時間と終了時間又は希望される送信に関連し
て本明細書において説明されるその他のパラメータを含む該当する要求メッセージ５３４
を生成する。これで、送信機５２０は、制御チャネルを通じて要求を送信する。
【００８２】
　再度図８に関して、受信ノードは、ブロック８０８において送信要求を受信する。ブロ
ック８１０において、受信ノードは、要求された送信をスケジューリングすべきかどうか
、及び送信をスケジューリングすべきである場合はどのようにスケジューリングすべきか
を決定する。上述されるように、この決定は、要求のパラメータ及びレート予測状態に基
づくことができる。
【００８３】
　図６の例において、持続可能受信決定器６３２は、レート予測状態レコード６１２を用
いて、受信ノードの近くに所在するノードによるスケジューリングされた送信に鑑みて（
例えば、異なるパラメータを選択することによって）受信ノード６００における持続可能
なデータ受信を維持することが可能であるかどうかを決定する。例えば、ノードは、受信
された確認メッセージのＲＳＳＩ及び送信電力デルタ情報に基づき、予想される干渉レベ
ルを決定し、それによりスケジュール（ｓｃｈｅｄｕｌｅ）送信に関する持続可能なレー
トを決定することができる。予想される干渉が過度である場合は、受信ノードは、単に送
信要求に応答しないようすることができる。この場合は、送信ノードは、送信を断念して
のちの時点において要求を試行することができる。
【００８４】
　重なり合う送信をスケジューリングすべきかどうかを決定時には様々な要因を考慮に入
れることができる。例えば、該決定は、直近の許可の信号強度を考慮に入れることができ
る。追加の考慮事項は、許可送信元が、不利度が相対的に高いことを示すＲＵＭを最近送
信したかどうかであることができる。さらに、送信する必要があるデータ量を、重なり合
う送信をスケジューリングすべきかどうかに関する決定の中に組み入れることができる。
例えば、送信すべきデータ量が相対的に少ない場合は、データは、送信の重なり合いを容
易にするために低電力で及びより長い期間で送信することができる。
【００８５】
　受信ノードが送信をスケジューリングすることを選択した場合は、送信パラメータ定義
器構成要素６３４は、スケジューリングされた送信の有効な受信を容易にするために１つ
以上の送信パラメータ６１０を定義する（例えば、異なるパラメータを選択する）ことが
できる。例えば、送信パラメータ６１０は、送信開始時間、送信終了時間、送信期間、時
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間セグメント定義、送信電力、送信すべき冗長性ビット数、受信マージン、Ｃ／Ｉ、又は
送信中に用いることができるか又は１つ以上の送信パラメータを定義するために用いるこ
とができるコードレートのうちの１つ以上を含むことができる。
【００８６】
　ブロック８１２において、制御メッセージ生成器６０６は、割り当てられたＴＸＯＰ期
間、送信のための指定帯域幅、レート割り当て、及び本明細書において説明されるその他
のあらゆる許可関連パラメータに関連する情報を含む許可メッセージ６３６を生成する。
これで、送信機６２０は、制御チャネルを介して許可を送信する。
【００８７】
　図７のブロック７１２において、受信機５１８（図５）は、制御チャネルを介して許可
を受信する。上述されるように、ＲＳＳＩ測定器５２４は、受信された許可メッセージと
関連づけられた信号強度又はその他の電力関連パラメータを測定することができる。
【００８８】
　ブロック７１４において、制御メッセージプロセッサ５０４は、送信パラメータ関連情
報を許可メッセージから抽出する。さらに、送信パラメータ定義器５３６は、必要に応じ
て、許可によって直接提供されなかった送信パラメータを決定することができる。上述さ
れるように、送信ノード５００は、送信コントローラ５１４及び制御メッセージ生成器５
０６によって引き続き使用するために送信パラメータ５１０をデータメモリ内において維
持することができる。
【００８９】
　ブロック７１６において、制御メッセージ生成器５０６は、（例えば、受信された許可
に応じて）確認５３８を生成する。一般的には、確認５３８の送信は、データチャネルで
のデータの送信の直前を先行する。
【００９０】
　幾つかの実装においては、確認は、本明細書において説明されるようにスケジューリン
グされた情報に関連する情報を含むことができる。例えば、確認５３８は、送信開始時間
と、送信終了時間と、例えばパケットフォーマッタ５４０によって提供されるパケットフ
ォーマット及び一連番号情報と、送信電力デルタ情報５４２と、を含むことができる。送
信機５２０は、制御チャネルを介して（例えば、パイロット信号と関係させて）確認メッ
セージを送信する。
【００９１】
　図８においてブロック８１４によって表されるように、受信ノード及び送信ノードの付
近に所在するその他のノードが確認を受信する。ここで、これらのその他のノードは、確
認に基づいて自己の状態情報を更新することができる。関連づけられた受信ノードに関し
て、確認は、（例えば、ＨＡＲＱに関する）選択された送信モード及びパケットフォーマ
ットを示す。幾つかの実装においては、パケットフォーマット表示は、確認メッセージ内
において明示でではなくインバンドで（又は暗黙に）提供することができる。
【００９２】
　典型的実装においては、ブロック８１２において出される許可は、送信ノードが許可を
受信した直後にＴＸＯＰを開始できることを明記する。しかしながら、幾つかの事例にお
いては、許可は、ＴＸＯＰに関する遅れた開始時間を示すことができる。ＴＸＯＰがのち
の時点において開始する場合は、送信ノード及び受信ノードは、これらのノードに関する
更新された状態情報を提供するために肯定応答／確認交換（図７及び８に示されていない
）を呼び出すことによって実際のデータ交換を開始することができる。
【００９３】
　図７のブロック７１８によって表されるように、送信ノード５００は、スケジューリン
グされたＴＸＯＰ期間中にデータチャネルを介してデータを送信する。ここで、ＴＸＯＰ
がセグメント化されていない場合は、送信ノード５００は、ＴＸＯＰ全体に関するデータ
を送信する（ブロック７２０）。その他の場合は、後述されるように、送信ノードは、セ
グメントでデータを送信する。送信ノード５００は、該当する送信時間、送信レート、コ



(26) JP 5069298 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

ードレート、等を決定するために現在の送信パラメータ５１０及び送信電力デルタ５４２
を用いてデータを送信する。送信されたデータは、図８のブロック８１６によって表され
るように受信ノード６００によってデータチャネルを介して受信される。ＴＸＯＰがセグ
メント化されない場合は、受信ノード６００は、ＴＸＯＰ全体に関するデータを受信する
（ブロック８１８及び８２０）。その他の場合は、後述されるように、受信ノードは、セ
グメントでデータを受信する。
【００９４】
　図１１及び１２は、近隣ノードのスケジューリングされた送信に鑑みて送信をどのよう
にスケジューリングすることができるかについての２つの例を示す。図１１において、ノ
ードＡが、ノードＢによって許可された要求（ＲＥＱ－Ａ）を出した。ノードＢからの許
可（ＧＮＴ－Ｂ）は、線１１０２及び１１０４によってそれぞれ表されるようにＴＸＯＰ
に関する開始時間及び終了時間を定義した。確認メッセージ（ＣＮＦ－Ａ）の送信時点に
おいて、ノードＡが、ノードＡによって使用中のデータチャネルと関連づけられた図１１
の陰影付き部分によって表されるデータの送信を開始した。
【００９５】
　のちの時点において、ノードＣは、ノードＤによって許可された要求（ＲＥＱ－Ｃ）を
出す。この場合は、ノードＤは、ノードＡに関するスケジューリングされた送信と重なり
合うのを回避することを選択した。本明細書において説明されるように、この選択は、ノ
ードＡからの送信がノードＤにおけるデータ受信と過度に干渉しないとする決定に基づい
て行うことができる。従って、ノードＤからの許可（ＧＮＴ－Ｄ）は、線１１０６及び１
１０８によってそれぞれ表されるようにこのＴＸＯＰに関する開始時間及び終了時間を定
義した。ノードＣは、自己の確認メッセージ（ＣＮＦ－Ｃ）が送信された時点で、ノード
Ｃによって使用中のデータチャネルと関連づけられた図１１の陰影付き部分によって表さ
れるように指定時間においてデータの送信を開始した。
【００９６】
　図１２において、ノードＡは、ノードＢによって許可された要求（ＲＥＱ－Ａ）を再度
出した。ノードＢからのこの許可（ＧＮＴ－Ｂ）は、線１２０２及び１２０４によってそ
れぞれ表されるようにＴＸＯＰに関する開始時間及び終了時間を定義した。ノードＡは、
自己の確認メッセージ（ＣＮＦ－Ａ）を送信後に、ノードＡによって使用中のデータチャ
ネルと関連づけられた図１１の陰影付きの部分によって表されるようにデータを送信した
。
【００９７】
　繰り返すと、ノードＣは、ノードＤによって許可された要求（ＲＥＱ－Ｃ）を出す。し
かしながら、この場合においては、ノードＤは、ノードＤ向けの送信をノードＡに関する
スケジューリングされた送信と重なり合わせることを選択した。ここで、ノードＤからの
許可（ＧＮＴ－Ｄ）は、線１２０６及び１２０８によってそれぞれ表されるようにこのＴ
ＸＯＰに関する開始時間及び終了時間を定義した。従って、図１１の網状の陰影付き部分
によって表されるように、データチャネルは、ノードＡ及びＣの両方によって同時並行し
て用いることができる。ここで、この技法は、通信媒体（例えば、チャネル）がその他の
送信から解放されているときに送信機がその通信媒体のみを用いるメディアアクセス制御
方式と比較してより高い空間再利用効率を提供するのに役立つことができる。
【００９８】
　再度図７及び８のブロック７２０及び８１８に関して、幾つかの実装においては、所定
のＴＸＯＰは、幾つかの送信時間セグメント（例えば、図４の時間セグメント４２４Ａ及
び４２４Ｂ）を定義することができる。幾つかの事例においては、ＴＸＯＰ全体を通じて
必要に応じて状態を維持し、送信パラメータを更新するために肯定応答メッセージ及び確
認メッセージを採用する２方向交換を用いることができる。
【００９９】
　ブロック７２２及び７２４において、送信ノードが所定のセグメントを送信後に、その
ノードは、定義されたセグメント間の時間的間隔の少なくとも一部分中に制御チャネルを
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モニタリングすることができる。例えば、この間隔（例えば、図４における間隔４２６）
中において、送信ノードは、直近に送信されたセグメントの受信について肯定応答する関
連づけられた受信ノードから肯定応答を受信することができる。さらに、送信ノードは、
本明細書において説明されるように送信ノードの状態レコード（例えば、送信制限状態及
びレート予測状態）を更新するために用いることができるその他の制御情報をこの間隔中
に受信することができる。さらに、送信ノードは、送信を終了させることができることの
表示を受信ノードから受信することができる。
【０１００】
　図８のブロック８２２によって表されるように、受信ノードは、各セグメントを受信し
、必要に応じて対応するデータを復号する。ブロック８２４において、受信ノードがＴＸ
ＯＰ（例えば、パケット全体）中に送信すべき全データを成功裏に復号している場合は、
受信ノードは、送信が終了していることを示す送信ノードに送信すべき制御情報を定義す
ることができる。１つ以上のセグメントが送信するためにスケジューリングされた状態で
あるにもかかわらずパケットが成功裏に復号されている場合は、この制御情報は、例えば
、ＴＸＯＰの継続時間を調整すべきである（例えば、短くする）こと又は１つ以上の着信
する時間セグメントを排除すべきである（例えば、ＴＸＯＰ内の時間セグメント数を調整
する）ことを示すことができる。
【０１０１】
　ブロック８２６によって表されるように、送信ノード６００の受信コントローラ６１４
は、ブロック８１２における許可の時間以降に受信されている制御情報に基づいて（例え
ば、現在のレート予測状態に基づいて）後続するセグメントに関する１つ以上の送信パラ
メータを調整すべきかどうかを決定することができる。ここで、受信コントローラ６１４
は、後続するセグメントのうちの１つ以上と同じ時間に行われる送信を他の無線ノードが
最近スケジューリングしている場合に１つ以上の送信パラメータを調整するのを選択する
ことができる。該調整は、例えば、送信レートを下げること、コードレートを変更するこ
と、送信時間を調整すること、又は残っているセグメントのうちの１つ以上に関するその
他の何らかのパラメータを修正することを含むことができる。
【０１０２】
　本明細書において説明される干渉回避技法に起因して、進行中のスケジューリングされ
た送信（ＴＸＯＰ）と関連づけられた受信されたＣ／Ｉは、ＴＸＯＰ中は有意な量だけ変
化できないことが明確に理解されるべきである。例えば、他のスケジューリングされた送
信と同時の送信要求は、要求された送信が前にスケジューリングされた送信と過度に干渉
することになると決定された場合はスケジューリングすること（例えば、許可すること）
ができない。従って、ノードは、通信チャネルの状態は所定のＴＸＯＰ期間中は有意な量
の変化をすることができないと想定できるため、受信ノードは、自己のスケジューリング
された送信に関する送信レート及びコーディングレートを積極的に選択することができる
。
【０１０３】
　ブロック８３０によって表されるように、制御メッセージ生成器６０６は、セグメント
（例えば、セグメント４２４Ａ）の受信について肯定応答する肯定応答６３８を生成する
ことができる。ここで、進行中の送信の各セグメントに関するフィードバックを提供する
ために異なる肯定応答を用いることができる。さらに、肯定応答６３８は、ブロック８１
２において許可６３６によって又は許可６３６と関係させて送信され、ブロック８２６か
らの１つ以上の調整された送信パラメータに関する情報を含めるように必要に応じて修正
された同様の情報を含めること又は同様の情報と関連づけることができる。換言すると、
肯定応答は、更新された資源割り当て及びレートフィードバック情報を提供し、近隣ノー
ドが近隣におけるスケジューリングされた受信に関する状態を更新するために用いること
ができる中間の“残りの許可”として働くことができる。従って、肯定応答６３８は、時
間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信開始時間、時間セグメントのうちの少
なくとも１つに関する送信終了時間、時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送
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信期間、時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信電力、時間セグメントのう
ちの少なくとも１つに関する送信すべき冗長性ビット数、時間セグメントのうちの少なく
とも１つに関するコードレート、時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する予想さ
れるチャネル対干渉比、受信マージン、及びパイロット信号、のうちの少なくとも１つを
備えることができる。
【０１０４】
　再度図７に関して、ブロック７２６において、送信コントローラ５１４は、セグメント
間の間隔中に受信した制御情報に基づいて、送信パラメータを必要に応じて調整する。上
述されるように、この調整は、関連づけられた受信ノードからの肯定応答を介して受信さ
れた情報に基づくか又はその他の近隣ノードから受信された情報（例えば、許可又はその
他の肯定応答）に基づくことができる。
【０１０５】
　ブロック７２８によって表されるように、幾つかの実装においては、制御メッセージ生
成器５０６は、後続する時間セグメント（例えば、時間セグメント４２４Ｂ）中に送信に
関して用いられる送信パラメータを又は送信が完了していることを近隣ノードに知らせる
ために（例えば、ブロック７１６において送信された確認メッセージと同様の）他の形態
の確認メッセージを生成する。従って、この確認メッセージは、確認５３８に含まれてい
る情報と同様の情報を含むことができる。しかしながら、この場合においては、確認情報
は、変更された送信パラメータに基づく適宜の調整を含むことができ、送信されるべき残
りのセグメントに関連する該当するタイミングパラメータを含む。従って、ブロック７２
８において送信された確認は、例えば、時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する
送信開始時間と、時間セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信終了時間と、時間
セグメントのうちの少なくとも１つに関する送信期間と、送信電力デルタと、パケットフ
ォーマットと、パイロット信号と、を備えることができる。
【０１０６】
　再度図８に関して、ブロック８３２によって表されるように、受信ノードは、セグメン
ト間の間隔中に及び受信ノードが送信されたセグメントに関するデータチャネルをモニタ
リング中に制御情報の有無に関して制御チャネルをモニタリングし続ける。従って、受信
ノードは、現在のＴＸＯＰに関する送信パラメータを必要に応じて調整し続けることがで
きるように自己の状態を更新し続ける。
【０１０７】
　図７のブロック７３０及び図８のブロック８２６によって表されるように、上記の動作
は、各々の後続して送信されたセグメントに関して繰り返される。図８のブロック８３６
によって表されるように、（例えば、ＴＸＯＰ期間の終了時に）全セグメントが送信され
た後において、受信ノード６００を備えるノードは、必要に応じて送信制限状態とレート
予測状態を更新すること及び送信要求を処理又は開始することを目的として制御チャネル
のモニタリングを継続する。
【０１０８】
　再度図７に関して、ＴＸＯＰ期間終了時において、送信ノードは、受信された制御メッ
セージ、例えば許可、確認、肯定応答、及びＲＵＭ、に基づいて自己の状態レコードを更
新又は再取得できるように定義された期間にわたって制御チャネルをモニタリングする（
ブロック７３２）。図１１及び１２は、各スケジューリングされた送信に引き続いて定義
される該状態更新期間（例えば、ＴＸＯＰ後のモニター期間）の例を示す。ここで、ノー
ドＡ（ＳＴＵ－Ａ）に関する状態更新は、線１１０４及び１２０４によって表されるよう
にノードＡに関するＴＸＯＰの終了の直後に続くことができる。同様に、ノードＣ（ＳＴ
Ｕ－Ｃ）に関する状態更新は、線１１０８及び１２０８によって表されるようにノードＣ
に関するＴＸＯＰの終了の直後に続くことができる。
【０１０９】
　図４と関係させて上述されるように、この時点において受信された制御情報（例えば、
メッセージ交換メッセージ及びＲＵＭ）は、送信ノード５００のＴＸＯＰ期間に留意にし
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て又は無関係に送信に関してスケジューリングされる情報を含むことができる。前事例の
２つの例が図１３と関係させて説明される。図１３は、ＴＸＯＰ期間の終了時において、
近隣ノードがデータを送信中であったときに前に送信された情報を再送信するシナリオに
関するものである。図１３Ｂは、自己の制御情報が近隣ノードによって確実に受信される
ようにするためにその近隣ノードのＴＸＯＰ期間が終了するまで制御情報の送信を意図的
に遅らせることができる。
【０１１０】
　最初に図１３Ａに関して、ブロック１３０２によって表されるように、所定のノードは
、本明細書において説明されるようにその他のノードによって送信された情報の有無に関
して制御チャネルをモニタリングすることによって自己の状態を維持する。この方法によ
り、ノードは、近隣の送信ノードのスケジューリングされたＴＸＯＰ期間に関する情報を
取得することができる。
【０１１１】
　ブロック１３０４によって表されるように、（例えば本明細書において説明される）あ
る時点において、ノードは、制御チャネルを介して制御情報を送信することができる。こ
の動作と関係させて、該ノードは、自己の近隣の送信ノードのうちのいずれかが、該ノー
ドが制御チャネルを通じて自己の制御情報を送信するのと同時にデータチャネルを通じて
通信中であるかどうかを決定することができる（ブロック１３０６）。この方法により、
該ノードは、１つ以上の近隣ノードが自己の制御情報を受信していないことを決定するこ
とができる。
【０１１２】
　従って、ブロック１３０８において、ノードは、最初の制御メッセージを受信していな
かったことになる近隣ノードの各々のＴＸＯＰ期間の終了後に他の制御メッセージを送信
することができる。ここで、“再送信された”制御メッセージは、最初の制御メッセージ
において以前に送信された情報を繰り返すことができる。この方法により、ノードは、自
己の近隣ノードが送信要求を出すべきかどうか又は要求された送信を許可すべきかどうか
を決定するときに自己のスケジューリングされた送信を確実に考慮に入れるようにするこ
とができる。
【０１１３】
　今度は図１３に関して、ブロック１３１２によって表されるように、ノードは、その他
のノードによって送信された情報の有無に関して制御チャネルをモニタリングすることに
よって状態を維持する。従って、ノードは、近隣の送信ノードのスケジューリングされた
ＴＸＯＰ期間に関する情報を取得することができる。
【０１１４】
　ブロック１３１４によって表されるように、（例えば本明細書において説明される）あ
る時点において、ノードは、制御チャネルを介して制御情報を送信する必要があることを
決定することができる。しかしながら、ノードが制御情報を送信する前に、ノードは、自
己の近隣ノードのうちのいずれかが、ノードが制御チャネルを通じて自己の制御情報を送
信する意図であるのと同じ時間にデータチャネルを通じて送信するスケジュールであるか
どうかを決定することができる。この事例においては、ノード（例えば、送信コントロー
ラ５１４又は受信コントローラ６１４）は、自己の近隣ノードが送信すべき制御情報を受
信できるように自己の制御情報の送信をスケジューリングする（例えば、遅らせる）こと
ができる（ブロック１３１６）。
【０１１５】
　ブロック１３１８によって表されるように、ノードは、自己の近隣ノードの各々のＴＸ
ＯＰ期間の終了後において、遅らされた制御情報を送信する。繰り返すと、ノードは、そ
れにより、自己の近隣ノードが送信要求を出すべきかどうか又は要求された送信を許可す
べきかどうかを決定するときに自己のスケジューリングされた送信を確実に考慮に入れる
ようにすることができる。
【０１１６】
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　再度図７に関して、送信ノード５００を含むノードがこの制御情報を受信した時点で、
ノードは、将来の送信要求の呼び出しと関係させて又はその他のノードからの送信要求の
許可と関係させて用いるために状態レコードを更新又は再取得する（ブロック７３４）。
ブロック７３６によって表されるように、ノードは、状態を更新するか又は送信要求に対
処するために制御チャネルをモニタリングし続けることができ、又はその他の未送信状態
のデータを送信する追加要求を呼び出すことができる。
【０１１７】
　本明細書において説明される制御メッセージ交換方式は、様々な方法で実装することが
できる。例えば、幾つかの実装においては、制御チャネル上において異なる型のメッセー
ジにより高い又はより低い優先度を与えることができる。一例として、肯定応答関連の交
換は、進行中のＴＸＯＰの只中において発生するため、（より短いＩＦＳを用いる）要求
メッセージよりも高い優先度を肯定応答メッセージに与えることができる。この優先順位
設定方式は、ＴＸＯＰ中におけるデータ帯域幅の不要な浪費を回避することができる。
【０１１８】
　幾つかの実装においては、ＲＵＭは、肯定応答されないブロードキャスト送信であるこ
とができる。さらに、ＲＵＭは、要求及び肯定応答と比較して最低のアクセス優先度を割
り当てることができる。さらに、幾つかの実装においては、進行中のＴＸＯＰは、ＲＵＭ
によって終了させることができない。
【０１１９】
　幾つかの実装においては、公平性は、その他の何らかの時間量のＴＸＯＰの最大長に対
応するタイムスケールで実装することができる。例えば、不利な状況にあるノードは、自
己のＲＵＭが定義された期間（例えば、自己のＴＸＯＰをスケジューリングする上で十分
な時間量）の間有効であることを規定することができる。幾つかの実装においては、この
定義された期間は、ＲＵＭ内に含めることができる。逆に、幾つかの実装においては、Ｒ
ＵＭを受信するノードは、受信するＲＵＭが定義された期間の間考慮に入れられるように
規定することができる。例えば、該ノードは、特定のノードからＲＵＭＳを受信している
場合は、送信又は送信要求を制限することができる時間枠を定義することができる。上記
の定義された期間は、システム内における現在の状態に依存して動的に変更できることが
明確に理解されるべきである。
【０１２０】
　幾つかの実装においては、未送信状態のデータを有する送信ノードが現在の送信制限状
態に起因して要求を送信できない場合は、送信ノードは、（例えば、送信制限されたビッ
トセットを有する要求メッセージを用いて）未送信状態の表示を関連づけられた受信ノー
ドに送信することができる。この事例においては、受信ノードは、送信を断念するように
近隣の送信ノードに対して指示するためのＲＵＭ機構を用いることができる。
【０１２１】
　幾つかの実装においては、メッセージ交換方式と関連するオーバーヘッドは、要求及び
許可を取り除くことによって低下させることができる。例えば、相対的に短いパケットの
送信に関しては、送信機は、現在の送信制限状態によって送信が許可されているとみなし
て、単に制御チャネルにおいて確認を送信し、次にデータチャネルにおいてデータを送信
することによってメッセージ交換を開始することができる。ここで、確認は、次の送信が
来ることを近隣ノードに知らせる。一般的には、該データパケットの長さは、短いことが
できる。例えば、幾つかの実装においては、該データパケットの長さは、所定の時間セグ
メント（例えば、時間セグメント４２４Ａ）の長さよりも短い。ここで、受信ノードにお
けるＣ／Ｉレートは知っていることができないため、送信ノードは、送信電力、送信レー
ト、又はコーディングレートのうちの１つ以上に関して控えめな値を選択することができ
る。
【０１２２】
　データを送信後は、送信ノードは、関連づけられた受信ノードからの肯定応答を待つ。
肯定応答が受信されない場合は、送信ノードは、送信を断念し、簡略化された確認－肯定
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応答交換を用いて送信を再試行することができる。代替として、送信ノードは、送信を断
念し、完全な要求－許可－確認交換を用いて送信を再試行することができる。
【０１２３】
　代替として、受信ノードにおける現在の干渉状況がデータを信頼できる形で受信できる
ことを示すときにいつでも受信ノードが許可を送信する非要請許可方式を採用することが
できる。この事例においては、非要請許可を受信する送信ノードは、現在の送信制限状態
によって課せられる制限に従って送信電力を選択することができる。
【０１２４】
　本明細書において説明されるような制御メッセージの動作及び内容は、要求を出すデバ
イスの型に依存できることが明確に理解されるべきである。例えば、アクセスポイント及
びアクセス端末を備える一対の関連づけられたノードが順方向リンク（すなわち、アクセ
スポイントからアクセス端末へのデータの流れ）を確立している実装においては、アクセ
スポイントによって行われる要求は、許可と関係させて上述されている１つ以上のパラメ
ータを含むことができる。例えば、この要求は、アクセスポイントが何を送信したいか及
びアクセスポイントがどのようにして送信したいかに関する情報を備えることができ、例
えば、指定されたＴＸＯＰ期間、送信すべきデータ量、使用すべき周波数資源、例えば指
定された帯域幅、等を含む。この事例においては、アクセス端末は、要求に応じて、要求
を受け入れさらに例えばサポートされる送信レートに関する情報を含むメッセージ（例え
ば、“許可”）を単にアクセスポイントに送信するだけでよく、アクセスポイントはそれ
に基づいてこの応答の受信を確認する。この事例においては、アクセス端末によって生成
された応答は、一般的意味においては、アクセスポイントによる要求を実際に“許可する
”ことはできない。
【０１２５】
　“遠近”問題に対処するために様々な備えを設けることができる。上述されるように、
遠近問題は、（例えば、関連づけられた送信ノードが干渉中の送信ノードよりも遠くに所
在する受信ノードと送信ノードが干渉中であるときに）ノード間干渉を含むことがある。
制御チャネルにおける送信に起因する遠近問題に関する解決策の一例が、図１０と関係さ
せて上述されている。
【０１２６】
　相互的遠近問題は、他のノードによる制御メッセージの受信と干渉中のデータ送信ノー
ドに関する。換言すると、ノードは、近くに強力なデータ送信ノードが存在する場合に制
御チャネルを聞こえなくなる可能性がある。しかしながら、この問題は、影響を受けてい
るノード自体が送信中であり従って制御チャネルメッセージを受信中でない事例と類似す
ることが明確に理解されるべきである。従って、影響を受けているノードは、干渉中の送
信ノードの静かなＴＸＯＰ後のモニター期間中に自己の状態を更新することができる。
【０１２７】
　データチャネルにおける遠近問題に対処するために本明細書において説明される同様の
技法を用いることができる。例えば、データチャネルがＯＦＤＭＡを利用するときには、
受信ノードにおけるデータ受信に影響を及ぼす漏れ干渉が結果的に発生することになるそ
の他のデータ送信が存在する可能性がある。本明細書において要求－許可－確認交換及び
肯定応答－確認交換と関連させて説明される干渉管理方法は、重なり合うＯＦＤＭＡ送信
に関するこのデータ受信遠近問題に対処するために適用することもできる。これらのしき
い値は、送信制限状態及びレート予測状態に対して適用される干渉管理しきい値と同様に
、ＯＦＤＭＡホップ間ポート干渉（ｉｎｔｅｒ－ｈｏｐ－ｐｏｒｔ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ）に関して拡大させることができる。さらに、ノード（例えば、アクセスポイント
）が複数の同時受信をスケジューリングしたときには、これらの受信は、アクセスポイン
トによる電力制御によって遠近問題を管理することができる。
【０１２８】
　本明細書において教示されるように要求を出すべきか又は許可すべきかを決定するため
に様々な技法を採用することができる。例えば、幾つかの実装は、上述されるパラメータ
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のうちの１つ以上と比較される１つ以上のしきい値を利用することができる。具体例とし
て、送信をスケジューリングすべきかどうかの決定は、少なくとも１つのノードと関連づ
けられた推定チャネル利得及びスケジューリング中の送信に関する予想送信電力に基づく
値としきい値を比較することに基づくことができる。最後に、干渉管理に関係のない、送
信機と受信機との間における一定の制御情報を、制御チャネルとは対照的にデータチャネ
ルにおいてデータとともに送信できることが注目されるべきである。このことは、制御チ
ャネルはランダムアクセスの性質を有することに起因して利用を少なく抑えることが重要
であるため、制御チャネルが可能な限り最小限に用いられるようにすることができる。一
例として、確認メッセージの一定のパラメータ、例えば用いられる変調方法、送信中のデ
ータビット数、バッファ内の残りのデータ、（送信機からの複数のフローが多重化されて
いる場合における）フロー識別子、さらには幾つかの事例においてはコードレートを、イ
ンバンド制御のようにデータとともに送信することが可能である。
【０１２９】
　本明細書における教示は、少なくとも１つのその他の無線デバイスと通信するために様
々な構成要素を採用するデバイス内に組み入れることができる。図１４は、デバイス間で
の通信を容易にするために採用することができる幾つかの構成要素例を示す。ここで、第
１のデバイス１４０２（例えば、アクセス端末）及び第２のデバイス１４０４（例えば、
アクセスポイント）は、適切な媒体を通じて無線通信リンク１４０６を介して通信するよ
うに適合化される。
【０１３０】
　最初に、デバイス１４０２からデバイス１４０４（例えば、逆方向リンク）に情報を送
信することに関わる構成要素が取り扱われる。送信（“ＴＸ”）データプロセッサ１４０
８は、データバッファ１４１０又はその他の何らかの適切な構成要素からトラフィックデ
ータ（例えば、データパケット）を受信する。送信データプロセッサ１４０８は、選択さ
れたコーディング及び変調方式に基づいて各データパケットを処理（例えば、符号化、イ
ンターリービング、及びシンボルマッピング）する。一般的には、データシンボルは、デ
ータに関する変調シンボルであり、パイロットシンボルは、（推測的に知られている）パ
イロットに関する変調シンボルである。変調器１４１２は、逆方向リンクに関するデータ
シンボル、パイロットシンボル、及び可能なことにシグナリングを受信し、変調（例えば
、ＯＦＤＭ又はその他の何らかの適切な変調）及び／又はシステムによって指定されたそ
の他の処理を実行し、出力チップのストリームを提供する。送信機（“ＴＭＴＲ”）１４
１４は、出力チップストリームを処理（例えば、アナログへの変換、フィルタリング、増
幅、周波数アップコンバージョン）し、変調された信号を生成し、次に、変調された信号
がアンテナ１４１６から送信される。
【０１３１】
　（デバイス１４０４と通信中のその他のデバイスからの信号とともに）デバイス１４０
２によって送信された変調信号は、デバイス１４０４のアンテナ１４１８によって受信さ
れる。受信機（“ＲＣＶＲ”）１４２０は、アンテナ１４１８からの受信された信号を処
理（例えば、コンディショニング及びデジタル化）し、受信されたサンプルを提供する。
復調器（“ＤＥＭＯＤ”）１４２２は、受信されたサンプルを処理（例えば、復調及び検
出）し、検出されたデータシンボルを提供し、検出されたデータシンボルは、その他のデ
バイスによってデバイス１４０４に送信されたデータシンボルの雑音推定であることがで
きる。受信（“ＲＸ”）データプロセッサ１４２４は、検出されたデータシンボルを処理
（例えば、シンボルデマッピング、デインターリービング、及び復号）し、各送信デバイ
ス（例えば、デバイス１４０２）と関連づけられた復号されたデータを提供する。
【０１３２】
　デバイス１４０４からデバイス１４０２（例えば、順方向リンク）に情報を送信するこ
とに関わる構成要素が次に取り扱われる。デバイス１４０４において、トラフィックデー
タが、送信（“ＴＸ”）データプロセッサ１４２６によって処理されてデータシンボルが
生成される。変調器１４２８は、順方向リンクに関するデータシンボル、パイロットシン
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ボル、及びシグナリングを受信し、変調（例えば、ＯＦＤＭ又はその他の適切な変調）及
び／又はその他の関連する処理を行い、出力チップストリームを提供し、出力チップスト
リームは、送信機（“ＴＭＴＲ”）１４３０によってさらにコンディショニングされてア
ンテナ１４１８から送信される。幾つかの実装においては、順方向リンクに関するシグナ
リングは、電力制御コマンドと、逆方向リンクにおいてデバイス１４０４に送信中の全デ
バイス（例えば、端末）に関してコントローラ１４３２によって生成された（例えば、通
信チャネルに関連する）その他の情報と、を含むことができる。
【０１３３】
　デバイス１４０２において、デバイス１４０４によって送信された変調された信号は、
アンテナ１４１６によって受信され、受信機（“ＲＣＶＲ”）１４３４によってコンディ
ショニング及びデジタル化され、復調器（“ＤＥＭＯＤ”）１４３６によって処理されて
検出されたデータシンボルが入手される。受信（“ＲＸ”）データプロセッサ１４３８は
、検出されたデータシンボルを処理し、デバイス１４０２に関する復号されたデータ及び
順方向リンクシグナリングを提供する。コントローラ１４４０は、逆方向リンクにおける
デバイス１４０４へのデータ送信を制御し及び送信電力を制御するための電力制御コマン
ド及びその他の情報を受信する。
【０１３４】
　コントローラ１４４０及び１４３２は、デバイス１４０２及び１４０４の様々な動作を
それぞれ指示する。例えば、コントローラは、該当するフィルタを決定し、フィルタに関
する情報を報告し、フィルタを用いて情報を復号することができる。データメモリ１４４
２及び１４４４は、コントローラ１４４０及び１４３２によって用いられるプログラムコ
ード及びデータをそれぞれ格納することができる。
【０１３５】
　図１４は、通信構成要素が本明細書において教示されるように動作のうちの１つ以上を
実行する１つ以上の構成要素を含むことができることも示す。例えば、メディアアクセス
制御（“ＭＡＣ”）構成要素１４４６は、コントローラ１４４０及び／又はデバイス１４
０２のその他の構成要素と協力し、本明細書において教示される非同期技法に従って他の
デバイス（例えば、デバイス１４０４）にデータ及び制御情報を送信し、他のデバイス（
例えば、デバイス１４０４）からデータ及び制御情報を受信することができる。同様に、
ＭＡＣ構成要素１４４８は、コントローラ１４３２及び／又はデバイス１４０４のその他
の構成要素と協力し、説明される非同期技法に従って他のデバイス（例えば、デバイス１
４０２）にデータ及び制御情報を送信し、他のデバイス（例えば、デバイス１４０２）か
らデータ及び制御情報を受信することができる。
【０１３６】
　本明細書における教示は、様々な装置（例えば、デバイス）内に組み入れる（例えば、
実装する又は様々な装置（例えば、デバイス））によって実行する）ことができる。例え
ば、各ノードは、アクセスポイント（“ＡＰ”）、ノードＢ、無線ネットワークコントロ
ーラ（“ＲＮＣ”）、ｅＮｏｄｅＢ、基地局コントローラ（“ＢＳＣ”）、基本トランシ
ーバ局（“ＢＴＳ”）、基地局（“ＢＳ”）、トランシーバ機能（“ＴＦ”）、無線ルー
ター、無線トランシーバ、基本サービスセット（“ＢＳＳ”）、拡大サービスセット（“
ＥＳＳ”）、無線基地局（“ＲＢＳ”）、又はその他の何らかの用語として構成すること
ができ、又はこれらの用語で呼ぶことができる。一定のノードは、加入者局と呼ばれるこ
ともある。加入者局は、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユ
ーザー端末、ユーザーエージェント、ユーザーデバイス、又はユーザー装置と呼ぶことも
できる。幾つかの実装においては、加入者局は、携帯電話、コードレスフォン、セッショ
ン開始プロトコル（“ＳＩＰ”）電話、ワイヤレスローカルループ（“ＷＬＬ”）局、パ
ーソナルデジタルアシスタント（“ＰＤＡ”）、無線接続能力を有するハンドヘルドデバ
イス、又は無線モデムに接続されたその他の適切な処理デバイスを備えることができる。
従って、本明細書において教示される１つ以上の側面は、電話（例えば、携帯電話又はス
マートフォン）、コンピュータ（例えば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ポ
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ータブル計算デバイス（例えば、パーソナルデータアシスタント）、娯楽デバイス（例え
ば、音楽又は映像デバイス、又は衛星無線）、全地球測位システムデバイス、又は無線媒
体を介して通信するように構成されるその他の適切なデバイス内に組み入れることができ
る。
【０１３７】
　上述されるように、幾つかの側面においては、無線ノードは、通信システムに関するア
クセスデバイス（例えば、セルラー又はＷｉ－Ｆｉアクセスポイント）を備えることがで
きる。該アクセスデバイスは、例えば、有線又は無線の通信リンクを介してネットワーク
（例えば、ワイドエリアネットワーク、例えばインターネット又はセルラーネットワーク
）に関する又は該ネットワークへの接続性を提供することができる。従って、アクセスデ
バイスは、他のデバイス（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ局）がネットワーク又はその他の何らかの
機能にアクセスするのを可能にすることができる。
【０１３８】
　無線ノードは、無線ノードによって送信又は受信されたデータに基づいて機能を実行す
る様々な構成要素を含むことができる。例えば、アクセスポイント又はアクセス端末は、
信号（例えば、制御及びデータ）を送信及び受信するためのアンテナを含むことができる
。アクセスポイントは、自己の受信機が複数の無線ノードから受信するか又は自己の送信
機が複数の無線ノードに送信するデータトラフィックフローを管理するように構成された
トラフィックマネージャを含むこともできる。さらに、アクセス端末は、（例えば、スケ
ジューリングされたデータ受信に基づいて）受信機によって受信されたデータに基づいて
表示を出力するか又は送信機によって送信されるデータを提供するように構成されたユー
ザーインタフェースを含むことができる。
【０１３９】
　無線デバイスは、適切な無線通信技術に基づいた又は適切な無線通信技術をサポートす
る１つ以上の無線通信リンクを介して通信することができる。例えば、幾つかの側面にお
いては、無線デバイスは、ネットワークと関連づけることができるか又は２つ以上の無線
デバイスがネットワークを形成することができる。幾つかの側面においては、ネットワー
クは、ローカルエリアネットワーク又はワイドエリアネットワークを備えることができる
。無線デバイスは、様々な無線通信技術、プロトコル、又は基準、例えばＣＤＭＡ、ＴＤ
ＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、ＷｉＭＡＸ、及びＷｉ－Ｆｉ、のうちの１つ以上をサポー
トするか又はその他の形で使用することができる。同様に、無線デバイスは、様々な対応
する変調又は多重化方式のうちの１つ以上をサポートするか又はその他の形で用いること
ができる。従って、無線デバイスは、上記の又はその他の無線通信技術を用いて１つ以上
の無線通信リンクを確立して通信するための適切な構成要素（例えば、エアインタフェー
ス）を含むことができる。例えば、無線デバイスは、無線媒体を通じての通信を容易にす
る様々な構成要素（例えば、信号生成器及び信号プロセッサ）を含むことができる関連づ
けられた送信機及び受信機の構成要素（例えば、送信機５２０と６２０及び受信機５１８
と６１８）を有する無線トランシーバを備えることができる。
【０１４０】
　本明細書において説明される構成要素は、様々な方法で実装することができる。図１５
乃至１９に関して、幾つかの装置１５０２、１５０４、１６０２、１６０４、１７０２、
１７０４、１８０２、１８０４、及び１９０２は、例えば１つ以上の集積回路（例えば、
ＡＳＩＣ）によって実装された機能を表すことができるか又は本明細書において教示され
るその他の方法で実装することができる一連の相互に関連する機能ブロックとして表され
る。本明細書において説明されるように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、その
他の構成要素、又はその組合せを含むことができる。
【０１４１】
　装置１５０２、１５０４、１６０２、１６０４、１７０２、１７０４、１８０２、１８
０４、及び１９０２は、様々な図に関して上述される機能のうちの１つ以上を実行するこ
とができる１つ以上のモジュールを含むことができる。例えば、送信するためのＡＳＩＣ
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１５０６、１５２４、１６１８、１７１６、１８０６、１９０４、及び１９０８は、例え
ば、本明細書において説明される送信機に対応することができる。受信するためのＡＳＩ
Ｃ１５２２、１６０６、１６２０、１７０６、１８２０、１９０６、及び１９１４、又は
１９１８、モニタリングするためのＡＳＩＣ１５０８又は１８０８、又は情報を入手する
ためのＡＳＩＣ１６２２又は１７１８は、例えば、本明細書において説明される受信機に
対応することができる。状態を定義するためのＡＳＩＣ１５１２　１５２８　１６１０、
１７１２　１８１０、又は１９１６は、例えば、本明細書において説明される状態コント
ローラに対応することができる。送信パラメータを調整するためＡＳＩＣ１５１０、送信
パラメータを決定するためのＡＳＩＣ１５３０又は１９２２、制御情報を定義するための
ＡＳＩＣ１５２６又は１８２４、情報を定義するためＡＳＩＣ１６１６又は１７１４は、
例えば、本明細書において説明される送信パラメータ定義器に対応することができる。期
間を定義するためのＡＳＩＣ１５１６又は１５３４は、例えば、本明細書において説明さ
れる送信パラメータ定義器に対応することができる。要求を出すためのＡＳＩＣ１５１４
又は１９１２、要求を出すべきかどうかを決定するためのＡＳＩＣ１５１８、調整するた
めのＡＳＩＣ１５３６、送信を制限すべきかどうかを決定するためのＡＳＩＣ１６１２、
要求を送信するのを控えるべきかどうかを決定するためのＡＳＩＣ１８１４、送信すべき
かどうかを決定するためのＡＳＩＣ１６０８、１６２４、又は１９１０、又は要求を制限
すべきかどうかを決定するためのＡＳＩＣ１９２０は、例えば、本明細書において説明さ
れる送信コントローラに対応することができる。干渉を決定するためのＡＳＩＣ１５２０
、１６１４、又は１８１２は、例えば、本明細書において説明される干渉決定器に対応す
ることができる。
【０１４２】
スケジューリングするためＡＳＩＣ１５３２、１８１６、又は１８２２、又はスケジュー
ルを決定するためのＡＳＩＣ１７０８は、例えば、本明細書において説明される送信コン
トローラ又は受信コントローラに対応することができる。持続可能な受信を決定するため
のＡＳＩＣ１６２４又１７１０、又は許可を送信するのを控えるべきかどうかを決定する
ためのＡＳＩＣ１８１８は、例えば、本明細書において説明される受信コントローラに対
応することができる。
【０１４３】
　上述されるように、幾つかの側面においては、これらの構成要素は、該当するプロセッ
サ構成要素を介して実装することができる。これらのプロセッサ構成要素は、幾つかの側
面においては、少なくとも部分的には、本明細書において教示される構造を用いて実装す
ることができる。幾つかの側面においては、プロセッサは、これらの構成要素のうちの１
つ以上の構成要素の機能の一部分又は全体を実装するように適合化することができる。幾
つかの側面においては、ダッシュ線付き四角形によって表される構成要素のうちの１つ以
上はオプションである。
【０１４４】
　上述されるように、装置１５０２、１５０４、１６０２、１６０４、１７０２、１７０
４、１８０２、１８０４、及び１９０２は、１つ以上の集積回路を備えることができる。
例えば、幾つかの側面においては、単一の集積回路は、例示される構成要素のうちの１つ
以上の機能を実装することができ、その他の側面においては、２つ以上の集積回路が例示
される構成要素のうちの１つ以上の構成要素の機能を実装することができる。
【０１４５】
　さらに、図１５乃至１９によって表される構成要素及び機能、ならびに本明細書におい
て説明されるその他の構成要素及び機能は、あらゆる適切な手段を用いて実装することが
できる。該手段は、少なくとも部分的には、本明細書において教示される対応する構造を
用いて実装することもできる。例えば、図１５乃至１９の“するためのＡＳＩＣ”の構成
要素と関係させて上述される構成要素は、同様に指定された“するための手段”の機能に
対応することができる。従って、幾つかの側面においては、該手段のうちの１つ以上は、
本明細書において教示される１つ以上のプロセッサ構成要素、集積回路、又はその他の適
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切な構造を用いて実装することができる。
【０１４６】
　さらに、本明細書における“第１の”、“第２の”、等の指定表現を用いた要素への言
及は、一般的には、これらの要素の数量又は順序を限定するものではないことが理解され
るべきである。むしろ、これらの指定表現は、本明細書においては、２つ以上の異なるノ
ードを区別する好都合な方法として用いられる。従って、第１及び第２のノードへの言及
は、これらの２つのノードのみを採用可能であるということは意味しておらず、さらに第
１のノードは何らかの形で第２のノードに先行しなければならないということも意味しな
い。
【０１４７】
　情報及び信号は、様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すことができ
ることを当業者は理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて言及されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁気粒子、光学場、光学粒子、又はそのいずれかの組合せを用いて表
すことができる。
【０１４８】
　本明細書において開示される側面に関係させて説明される様々な例示的論理ブロック、
モジュール、プロセッサ、手段、回路、及びアルゴリズム上のステップは、電子ハードウ
ェア（例えば、ソースコーディング又はその他の何らかの技法を用いて設計することがで
きるデジタル実装、アナログ実装、又はこれらの２つの組合せ）、（本明細書において便
宜上“ソフトウェア”又は“ソフトウェアモジュール”と呼ぶことができる）命令を組み
込んだ様々な形態のプログラム又は設計コード、又は両方の組合せとして実装することが
できる。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記において
は、様々な例示的構成要素、ブロック、モジュール、回路、及びステップが、各々の機能
の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして
実装されるかは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約事項に依存す
る。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で実装するこ
とができるが、これらの実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであ
るとは解釈すべきではない。　
　本明細書において開示される側面と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック
、モジュール、及び回路は、集積回路（“ＩＣ”）、アクセス端末、又はアクセスポイン
ト内において実装すること又は集積回路（“ＩＣ”）、アクセス端末、又はアクセスポイ
ントによって実行することができる。ＩＣは、本明細書において説明される機能を果たす
ように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、その他のプ
ログラミング可能な論理デバイス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトラ
ンジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素、電気的構成要素、光学的構成
要素、機械的構成要素、又はそのあらゆる組合せ、を備えることができ、さらに、ＩＣ内
、ＩＣ外、又はその両方に常駐するコード又は命令を実行することができる。汎用プロセ
ッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替として、従来のどのようなプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであってもよい。さら
に、プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサと
の組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する1つ以上のマイ
クロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該コンフィギュレーションとの組合せ
、として実装することもできる。
【０１４９】
　開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序又は階層は、１つの手法見本例であ
ることが理解される。設計上の選好に基づき、プロセスにおけるステップの特定の順序又
は階層は、本開示の適用範囲内にとどまりつつ変更できることが理解される。添付された
方法請求項は、様々なステップの要素を１つの順序例において提示するものであり、提示
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【０１５０】
　本明細書において開示される側面に関係させて説明される方法又はアルゴリズムのステ
ップは、ハードウェア内において直接具体化させること、プロセッサによって実行される
ソフトウェアモジュール内において具体化させること、又はこれらの２つの組合せにおい
て具体化させることができる。（例えば、実行可能な命令及び関連データを含む）ソフト
ウェアモジュール及びその他のデータは、データメモリ、例えば、ＲＡＭメモリ、フラッ
シュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業において既知であるその他
のあらゆる形態のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体において常駐することが
できる。記憶媒体例は、機械、例えば（本明細書においては便宜上“プロセッサ”と呼ぶ
ことができる）コンピュータ／プロセッサ、に結合させ、プロセッサが記憶媒体から情報
（例えば、符号）を読み出すようにすること及び記憶媒体に情報を書き込むようにするこ
とができる。記憶媒体例は、プロセッサと一体化させることができる。プロセッサ及び記
憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユーザー装置内に常駐する
ことができる。代替として、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザー装置内において個別構
成要素として常駐することができる。さらに、幾つかの側面においては、適切なコンピュ
ータプログラム製品は、本開示の側面のうちの１つ以上に関連する（例えば、少なくとも
１つのコンピュータによって実行可能な）符号を備えるコンピュータによって読み取り可
能な媒体を備えることができる。幾つかの側面においては、コンピュータプログラム製品
は、パッケージ材料を備えることができる。
【０１５１】
　開示される側面に関する上記の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにす
ることを目的とするものである。これらの側面に対する様々な修正は、当業者にとって容
易に明確になるであろう。さらに、本明細書において定められている一般原理は、本開示
の適用範囲を逸脱しない形でその他の側面に対しても適用することができる。以上のよう
に、本開示は、本明細書において示される側面に限定されることが意図されるものではな
く、本明細書において開示される原理及び斬新な特長に一致する限りにおいて最も広範な
適用範囲が認められるべきである。
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